
(畠Z第)

欝鍵号等JjgJ;n:等製阜叩.回?第





1 昭和 63年 12月 15日(木曜日)午前 10時

1 館山市役所議場

1 出席議員 2 1名

1番 脇田 安保 2番 永井 穂平

3番 田沢 勝信 4番 圧司二三男

5番 岩村 勝弘 6番 山崎 雅己

7番 生稲 陸 8番 鈴木 勝美

9番 山口 康雄 1 0蕃 鈴木 忠夫

1 1番 神田 守隆 1 2番 榎 本 春光

1 3番 山中金治郎 1 4番 小宮 利夫

1 5番 横溝 功 1 6番 石井 昌治

1 1番 石井 謀 1 8番 日下 君敏

1 9番 川名 正二 2 0番 福原 勤

2 1番 辻田 実 2 2番 黒川 平治

2 3番 流山源次郎 2 5番 渡辺 昭夫

2 6番 近藤 好雄 2 1番 林 豊

2 8番 飯田 義男

1 欠席議員 なし

1 出席説明員

市 長 半滞 良一 助 役 小倉 澄男

収 入 役 麓辺 弘 市長公室長 錦織 茂

総書 部長 渡辺 秀夫 民生 部長 小幡 清之

経済 部長 安西 良一 水道 課長 鈴木 信一
r 教 育 委 員 会 杉 村 芳枝 ま育署員童福原 修委 員 長

1 出席事務局磯員

事務 局長 川上 義雄 事務局長補佐 兵藤 恭一

書 記 鈴木 哲 書 記 鈴木 修一

書 記 加藤 浩一

1 議事日程(第 2号)

昭和 63年 12月 15日午前 10時開議

日程第 1 行政一般通告質問

一17-



開 議午前 10時 o3分

。議長{飯田義男君) 本日の出席議員数 27名、乙れより第 4回市議

会定例会第 2日目の会議を開きます。

本日の議事はお手元lζ配付の日程表により行います。

行政一般通告質問

。議長{飯田義男君) 日程第 1、乙れより通告による行政一般質問を

行います。

締め切り日の 12月 9日正午までに提出のありました議員、要旨及び

その順序はお手元に配付のとおりであります。

乙れより願次質問を行います。

乙の際、申し上げます。通告質問者は以上のとおりであり、他民関連

質問等の発言もあろうかと思いますが、本日は通告者のみといたします。

発言の方法は、最初の発言を 20分以内とし、執行当局の答弁は時間

外、再質問は答弁を含めて 30分以内といたします。

これより順次発言を騒います。

3番議員田沢勝信君。御登壇顕います。

( 3番議員田沢勝信君登壇)

03番{田沢勝信君} おはようございます。

きて、私は、すでに通告してございます 5点にわたって質問を申し上

げます。

まず、質問の第 1点目は、亀田総合病院、国保君津中央病院あるいは

当市にございます安房医師会病院などの国の未承認放射性検査薬使用に

よる不正な保険講求問題についてであります。

千葉県社会部は、乙れらの不正保険請求について監査を実施し、乙の

5自には監査結果を厚生省に報告したようでありますが、請求件数、請

求金額もすでに明確になっている乙とと思います。新聞報道lとよります

と、関係した 18病院の請求件数は 5883件、不正請求金額では 2億

277  0万円にも上っております。市長は、館山市国民健康保険の保険

者でありますし、関係する病院には亀田総合病院、君津申央病院等、鎗
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山市民の利用度の高い病院が入っております。速やかに調査をし、不正

請求があれば返還を求める乙とは当然の乙とでありますが、市はどのよ

うに対処してきたのかお聞かせ願いたいと思います。

また、治療を受けた患者に対して、結果的lζ保険適用外の薬であった

乙とを理由民、新たな負担の転嫁をさせるような乙とも絶対にあっては

なりません。市長の明確な態度をお聞かせいただきたいと思います。

さらに、今度の不正請求問題lζ関して、厚生省は、保険医療機関の取

り消しも辞さないという厳しい態度で臨む方針を明らかにしております

が、市民の医療に影響が出る乙とが憂慮されます。市長の対応策につい

てお伺いしたいと思います。

次lζ 、質問の第 2点目は、今後の水源確保の方向性についてでありま

す。

先般、 11月 18日、三芳水道議会の際、説明をいただいているわけ

でございますが、県の南部地区利水計画調査で乙れまで進めてまいりま

した福沢川ダム計画、あるいは神余ダム計画は申断しております。県が

調査申であるため、県水の導入で水源確保を図っていくのか、あるいは

乙れまでの計画実施をあわせて進めていくのか、いま一つはっきりした

説明はその時点では聞く乙とができませんでした。渇水対策、あるいは

館野、九重地区への水道設置、そして今、リゾート整備と水源確保は極

めて重要な課題になっている乙とは今さら申し上げるまでもございませ

ん。県の調査結果について、過目、茂原で行われた研修会の際、県の企

画部長より結論を早める旨のお話がございました。水源確保の方向性に

ついてそろそろ出ているのではないかと思われますが、説明を願いたい

と思います。

次lζ 、第 3点目は、公共下水道整備についてであります。

市民の生活環境の整備あるいは貴重な観光資源でもあります海の汚襲

防止という点から、今年度は生活雑排水処理施設の建設、また合併浄化

槽の設置に対する補助等を実施しているわけでありますが、乙れらの施

策とあわせてやはり基本となるべき公共下水整備を市の重点課題のーっ

として推し進める必要があるのではないでしょうか。数年来、乙の課題

について市長と質疑をしてまいりましたが、いま一つ公共下水をやるの
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か、やらないのか、はっきりした答弁はないように思われてなりません。

今年度は公共下水道エリアマップの作成のための調査を実施しているわ

けでありますが、乙れが調査に終わってはなりません。市長の公共下水

整備に関する決意を承っていきたいと存じます。

次lζ 、第 4点目は、市の防災整備に関してであります。

国土庁は、千葉県など 1都 3県の南関東地域地震被害想定調査の結果

を発表いたしました。乙の発表では、乙れまでの県の被害想定の 2倍に

もなっております。館山市地域防災計画でも大震火災対策計画では、被

害想定の作成を義務づけているわけでありますが、乙れらを見ますと、

東海地震が発生した場合、震度 5の中位という調査結果を前提lとしてい

るのではないでしょうか。園土庁発表では、南関東地震の震度 7以上に

想定した地域lと館山市も入っております。改めて市の防災計画を検討し

てみる必要があろうかと思うわけでありますが、市長の所見をお伺いを

いたします。

最後lζ 、館山基地でのパラシュート降下訓練、布良沖での米軍タワー

ズの違法射撃訓練、館山基地のヘリコプターの深夜訓練の騒音苦情につ

いて市長の対応策をお尋ねしたいと思います。

布良沖で起乙ったアメリカ海軍のミサイル駆逐艦タワーズの違法射撃

訓練について、いまだ米軍からも外事省からも何ゆえに漁民の操業区域

で、漁民の安全を無視し、かっ国際法lと違反した射撃訓練を行ったのか、

その原因は明らかにされておりません。乙の海域は、本県の有数の漁場

であり、春先にはカツオ漁など本県漁民の有数な操業場である乙と、し

かも、当日は館山漁民もまたこの操業区域で操業していた乙とも明らか

であります。県民の安全操業と再発防止を求めた対応策について市長の

考えを再度お聞かせ願いたいと思います。

さらに、 11月7目、午前 10時過ぎに館山基地で習志野空艇団と思

われますが、パラシュート降下訓練が行われました。目撃者の話を伺い

ますと、プロペラ機が西側から基地lζ 向かい、高度、スピードを落とし、

パラシュート降下が行われた。飛行機着陸lとしては滑走路は短いし、し

かも低い高度で館山市街地は向かったらどうなるのかびっくりしたとい

う状況であったわけでございます。安全対策上、乙のような危険なパラ
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シュート降下訓練についてはやめていただきたいと考えますが、市長の

対応策をお聞かせ顕います。

さらに、ヘリコプターの深夜訓練についてであります。乙乙数年来、

館山基地で夜の 11時-12時過ぎまで裸夜訓練が実施され、騒音の苦

情が聞かれます。市長の乙れまでのお話ですと、就任当時、深夜訓練に

ついては自衛隊側と夜 8時以降は訓練の自粛をするルールをつくったと

いうお話でございますが、乙の際、明確なルールをつくり、騒音苦情に

対処する必要があると思いますが、市長のお考えを聞かせていただきた

いと思います。

以上、 5点にわたり質問を申し上げましたが、市長の答弁lとよりまし

て再質問をきしていただきます。

(市長半揮良一君登壇)

0市長(半海良一君) 田沢議員の御質問lとお答えをいたします。

第 1点でございますが、乙の問題については、県の国民健康保険課に

照会いたしましたと乙ろ、現在、国が都道府県から医療機関の監査結果

を取りまとめている段階でありまして、報告書がまとまり次第、国が統

一見解を示す乙とになろうという乙とでございます。

仮tζ 、医療機関の保険医取り消しが実施されますと、本市だけでなく

全国的lζ影響が出るものと考えられますので、乙れは一保険者だけの問

題ではございません。国でも患者に負担のかからない特別措置をとれな

いか検討中と聞いておりますので、報告書の公表を見ながら国及び県の

指導や方針lとよりまして対処してまいりたいと考えております。

第 2点の御質問でございますが、今後の水源確保の方向性についてと

いう御質問でございましたが、県におきまして、千葉県南部地域、すな

わち安房、夷隅でございますが、南部地域lζ長期的かっ安定した水源を

確保する目的で昭和 62年度から昭和 64-年度にかけて南部地域総合利

水計画調査を実施中でございます。本年度は水源の確保、広域的対応に

ついて結論を急いでいると乙ろでございます。今後の自然増やリゾート

開発等による需要量lと対応できる長期的な水源確保のため、他地域から

の導水の方向で検討がなされ、本年度中lζ利水計画の成案ができるよう

になっていると乙ろでございます。
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次に、第 3点でございますが、御指摘のとおり生活環境の向上、公共

用水域の汚染防止対策として、公共下水道事業は欠く乙とのできない重

要な事業であると認識をいたしております。 63年度lζ引き続き 64年

度は基本計画の策定を行う考えでございまして、住民の皆さまの意向を

踏まえて都市計画決定、さらには水資源や長期的な財政計画等を見極め

ながら事業計画、実施計画へと進んでまいりたいと考えておちます。

具体的な年次計画はっきましては、調査の段階であり、不透明な部分

がかなりございますので、現時点では申し上げかねますが、早期整備に

向けて環境づくりに努力してまいる所存でございます。

次位、第 4点、国土庁発表の南関東地震被害想定調査結果はっきまし

ては、県民確認をいたしましたと乙ろ、自治省消防庁を通じて県に通知

があり次第、各市町村に配布予定と聞いておりますので、乙れらの資制

を入手いたしましたあとで、内容を検討の上、必要があれば見直しも含

めて対処してまいりたいと考えております。

次に、第 5点でございますが、まず、パラシュート降下訓練につきま

しては、館山地区の気象条件、降下地について安全性を十分考慮するよ

う要望してございます。

布良沖の米軍タワーズの違法射撃訓練はっきましては、県と協議し、

千葉県が外事省北米局長を通じて厳重に抗議をいたしてございます。

館山基地のヘリコプター深夜訓練につきましては、地域の住民に迷惑

のかからないよう海上で翻観を実施しており、また離着陸巻目的とした

爾!線は自粛して、午後 8時までとしているというふうに聞いております。

市といたしましては、今後とも住民lζ迷惑のかからないよう申し出を

してございます。

以上、答弁を終わります。

03番{田沢勝信君) 何点かにわたりまして再質問をいたしたいとい

うふうに思います。

最初の不正請求の問題tと関してでありますが、今の答弁tとよりますと、

各県の監査結果を国が集めて、そして乙の対応について統一見解を国か

ら示す、そのようなお話であったかというふうに思います。それはそれ

でわかるわけですが、市長は保険者でありますから、原則的な、基本的
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な態度表明をしておく乙ともぜひ必要ではないのかというふうに私は思

います。

例えば、乙の不正請求が故意lと行われたのか、あるいは知らずに行わ

れていたのか、乙の辺の原因についてはもちろん監査結果をまって、国

がいってみれば処分等の基準は示されるんではないかというふうに患い

ます。乙乙での論議はさておきまして、乙の問題が起きた後の、例えば

保険者と医療機関の関係、不正請求があれば当然に返還を求めるという

のが市長の基本的な立場ではないでしょうか。その辺について再度明ら

かにしていただきたいというふうに思います。

また、治療を受けた患者と医療機関の関係でございますが、患者さん

が病院に行きまして保険証令提示して、当然、患者さんはしてみれば保

険医療の契約を結んでいるわけであります。しかしながら、結果的には

保険が適用きれない薬を使用された、その乙と自体も問題があるわけで

すが、患者の負担のあり方からいってどうなんだろうか、新たに保険適

用外という乙とで患者lと負担を求めではならない、乙れもまた市長とし

て明確な離度表明をしておく必要があるのではないでしょうか。

また、すでに、乙れに関係する患者の中には、国民健康保険の被保険

者あるいはその他の団体の被保険者もいるように思われます。当然、保

険医療の契約の申で、国民健康保険の被保険者であれば自己負担が 3割、

あるいは被用者保険であれば 1割等はすでに負担をされているかと思い

ます。乙れらの負担についても、今回の治療行為そのものが法に沿って

いないわけでありますから、乙れらの負担は患者に対して返還されるの

かどうなのか。

乙れもまた今の国民健康保険法、それらは関して考えますと、当然lと

保険者としての市長の明確な態度表明があってしかるべきではないのか

というふうに私は思います。もちろん乙れらの点について、国あるいは

県からも指導がされましょうが、保険者としてやはりその辺はきちんと

調べて態度表明をしておく必要があるんではないかというふうに思いま

す。

また、いわゆる処分問題についてでありますが、不正請求金額あるい

は件数そのものからみれば極めて重大な問題が発生するのではないでし
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ょうか。一番金額的に多い病院を見てみますと、乙の申にはやはり亀田

総合病院が入っております。いわゆる安房郡で高度治療を受ける病院、

そのような病院は限られた病院になってまいります。そのような病院が

今回のいわゆる不正請求問題で保険医の指定を取り消される、このよう

な事態になれば、やはり高度治療は安房の市民は受けられないというふ

うな憂慮があります。乙の辺について、やはり事前に市長として県に働

きかける、あるいは国民働きかける、もちろん処分を不公正にやれとい

うことを私は主張しているものではありません。市民の医療の憂慮がさ

れるからそのような対応が必要ではないかのかというふうに伺っている

わけであります。それについても再度明確な答弁をいただきたいという

ふうに思います。

。民生部長{小幡清之君} まず、最初lζ 、保険者としての保険請求分

の返還を求めるべきではないか、またさらに、患者負担はそれがやはり

はね返っているんじゃないかというような乙とでございますが、市長の

答弁にもありましたように、現段階では県から乙れに関して書類的なも

のは何もまだ流れてまいりませんで、電話で照会したという乙とでござ

いますが~ • 6 • ~ 6 。

新聞報道等はよりますと、保険の不正請求という乙とで、本人負担 3

割、保険負担 7割、その保険適用でもって不正請求がなされたというよ

うに解釈されるわけでございまして、ですから 2番目の患者負担はっき

ましては、従来のほかの一般の保険診療と同じような自己負担 3割がな

されているというように解釈しておるわけでございます。

それで、不正請求分の返還につきましては、館山市独自で各医療機関

の支払い等行っているわけではございませんで、県下 80市町村が共同

して国保連合会という組織をつくっておりまして、そ乙でレセプトの審

査から支払いを一括して行っておりますので、館山市としてという乙と

よりも、乙の 80市町村共同して成績分の取り扱い一一県からの指導が

どうくるかその結果によっては、当然返還という乙とにくると考えてお

りますが、その結果によって共同して行動告をとるという乙とになろうか

と思います。

また、処分問題で、保険医取り消しの問題も、新聞報道によりますと、
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北海道から沖縄まで 706の医療機関という乙とで、全国的な問題でご

ざいまして、国民の医療に当然支障が出るわけで、市長の答弁にもあり

ましたように、国民に負担のかからないような形を検討しておるという

乙とでと・ざいますが、これは当然、保険医取り消しの処分によって市民

の負担比影響が出るような乙とがあってはならないという乙とで考えて

おりますので、乙れも国保連合会という 80市町村共同の歩調でもって、

そういう処分が出た場合lζ対処してまいりたい、乙のように考えており

ます。

03番(田沢勝信君) 非常はわかりにくい答弁なんですが、それはそ

れで私も一一寸童保の連合会で対応していく、それはそれでわかるわけな

んです。しかし、国民健康保険法の 6 5条を見てみますと、いわゆる不

正請求に対して保険者はきちんと返還を求める権利が定められているわ

けです。しかも、乙の返還については不正に請求された額だけじゃなく

て、それに 100分の 10を上乗せして返還を要求できる、乙ういうふ

うにいわゆる不正請求については厳密に法律で規定されているわけです。

もちろん手続は県連合会でやるかどうかは別にいたしましても一-----;1車合

会でやる乙とになるとは思いますが、やはり私は市長に言ってほしいの

は、不正請求だからやはりきちんと今後返還請求をやっていく、そうい

うふうにしていただきたいと思います。

それと、今、民生部長さんから答弁がありました、病院に行ったとき

に保険証金提示してありますから、当然自己負担はあるわけであります。

そして、患者がすでに支払いを済ませているわけであります。しかし、

乙の薬が結果的には保険がきかない薬であった、事後にそれが発覚した、

そういう場合には、当然患者には事前に保険適用外の薬だという乙との

合意をみていないわけですから、その治療行為そのものでいわゆる 3割

負担を含めて、国保であれば、返還を求める権利が患者の倒にはありは

しないのかどうなのか、その辺の確認を私は求めているんです。再転嫁

なんかとんでもない話です。

実は、我が覚の県会議員団の事務局が、県議会が終わった後、計数等

が発表されたものですから、確認を県の方にとってございます。県の見

解はそのときは 3割負担、 1'J負担、自己負担分についても患者の倒が
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て克容易"""'-'砂詑品てみ

請求できるんだという見解を示しております。しかも、保険者が返還を

求める時効があります。例えば、国立、県立、公立、乙れは返還を求め

る時効が 5年、民間は 10年、県の方は乙の時効lと対しでも検討してい

るというお話でした。私ども、党でもそのくらいの乙とは確認していけ

るんです。私は、乙の質問については、事前に通告しであるわけですか

ら、せめてそのくらいの見解はと乙で示していただかなければ因るわけ

です。乙の問題について本議会までにどのように処理をされていくのか、

原則的な見解でよろしいですから、ぜひ市の側から示していただきたい

というふうに思います。

それで、質問を先に進めてまいります。 2番目の水源確保の方向性に

ついてでございます。

先ほどの答弁ですと、乙れもどうも現段階では無理な質問なのかなと

いうふうな気がするわけでありますが、実は、過目、 9日の目ですか、

新聞報道lζ 、各町村の理事さんが集まって乙の水源確保の方向性につい

て検討を加えていくんだ、そんな報道がありましたが、私はその時点で

いわゆる県水の導入で水源を確保していくのか、あるいは福沢川ダムの

建設とあわせて県水の導入を図っていくのか、乙の辺はそろそろ明確な

方向が出たのではないかというふうに思うんですが、出ておりませんか。

0水道課長(鈴木信一君) お答えいたします。

方向性はっきまして、明確な方向づけはまだなされていないかという

ような御質問でございますけれども、現在、県の南部総合利水計画の成

案、乙れは年度内lと一応方向性を生み出すという乙とでございます。そ

ういった乙とで、現在そちらの答待ちという乙とで、対処せざるを得な

いという状況でございます。

03番(田沢勝信君) もちろん、県は本年度内lζ調査結果を出すとい

うふうになっておりますから、結論的にはそういう乙とだと思います。

しかし、皆さんは、県の方ともいろんな接触があるわけでありますから、

しかも福沢ダム等については、乙の閥、土地の買収問題も含めて実は地

元の方からも協力をお願いしてきた経緯があると思います。そういう乙

とを含めて考えてみますと、やはり県水導入一本でいくのかどうなのか、

その辺の感触といいますか、非常に関係住民も関心が深いものがありま
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再度、聞くわけでありますが、もちろん形式的には来年の 3月比結論

が出るというふうに計画がなっておりますからそうでしょうが、今まで

いろんな県と折衝がもたれて感触はいかがですか。

。水道課長(鈴木信一君) 県の基本的な考え方でございますけれども、

あくまでも長期的、安定的な水源を確保するというような大きな狙いが

とざいます。そういった乙とで、基本的には安房、夷隅の 17市町村、

それと 14事業体のすべての事業体が参加をするという乙とが一つの前

提となろうかと思います。また、できるだけ早〈通水をするんだという

ような方向で、昭和 7 0年を目標として他地域からの導水という乙とで、

今、詰めを行っているというような乙とでございます。

以上でございます。

03番(田沢勝信君) 今のお話ですと、他地域からの導水をしましで、

7 0年度供給ができる乙とを目標忙して、 17市町村、事業体ほします

と14ですか、乙れが合間で進めていくんだというととでありますが、

そうしますと、県の方で今水源として検討されているものは E乙になり

ますか。

ぞれと、もう一つは、県水導入によって水源を確保していく場合に、

ただいまの説明ですと、乙れは県の事業という乙とじゃなくて、もちろ

ん県も入るんでしょうが、関係する 14の水道の事業体、乙れもあわせ

て一つの県、市町村が一緒にやる事業になりますか、私は今まで県水を

引けば県が財政的にももつんじゃないだろうか、そんな論議もありまし

たので、その辺もできれば説明を願いたいというふうに思います。

0水道課長(鈴木信一君} お答えいたします。

広域的な水源の場所はど乙かというような御質問でございますけれど

も、県の方では、現在まだ公表されておりませんが、まず、広域的な水

源の早期確保という乙とを目標といたしますと、現在、県内のダムの水

需要、あるいは利用度、ぞれから利水計画の分析をいたしまして、将来

とも安定供給ができるダムからの導水ではなかろうかというように思っ

ております。現在、まだど乙のダムだという乙とは県の方で公表きれで

ございません。
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ぞれから、どのような形で 17市町村、 14事業体が参加をするかと

いうような御質問でございますけれども、これは広域的な水道供給事業

体をつくりまして、そこから 14事業体が給水を受けるというような形

で進むのではなかろうかというように基本的には考えております。

以上でございます。

03番(田沢勝信君) 水の問題につげて、今日の質疑の申では、先輩

議員からも質問が出ますので、乙れで打ち切っていきたいと思いますが、

最後に水の問題で 1点だけ要望しておきたいことがございます。

県水を導入するにいたしましでも、その供給時期が 7 0年という乙と

であります。そうしますと、今、ザゾートの重点整備地区のさまざまな

案が出ているようであります。当然、そ乙 lとはいろんなホテルあるいは

ゴルフ場等も含めて多量の水を使う施設の建設が予定されるわけであり

ます。これらの施設が仮に 70年前に建設されてそして水を使う、そう

いう乙とになれば、今でさえも渇水、節水、あるいはまた応援給水、あ

るいは川からの汲み上げで対応しているわけでありますが、当然、今度

は人為的な渇水問題が深刻化する懸念がやはりあると思います。そうい

う乙とを考えますと、市民の生活に使用する水の確保を最優先する必要

があろろかと思います。企業が出てくるために、そのために人為的に市

民に迷惑がかかるような乙とがあっては絶対にいけないというふうに思

います。その辺の対応について、ぜひ市長さんははっきりした態度で臨

んでいた把きたいというふうに要望いたしておきます。

それと、次lζ 、下水問題lと移りますが、市長さん、やっと来年度は今

年度の調査に基づき公共下水の計画をつくっていくんだという決意を示

されたわけで、私もその決意は歓迎をしてまいりたいというふうに思い

ます。しかし、気になるのは、やはり乙の聞いろいろ論議をやってきま

して、すぐ財源の問題に話がいって断ち消えになった経過がございます。

もちろん、公共下水道は住民の負担がありますし、多額の財政の支出が

あるわけで、当然それらを考慮しながら進めなければいけないというふ

うに思いますが、市長が先ほど示された決意どおりできるだけ速やかに

公共下水道に着手をしていただきたいというふうに思います。

それから、次の質問の地震関係についてお尋ねしておきたいというふ
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うに患いますが、市の地域防災計画の申では、いわゆる地震関係につい

て被害想定の計画書、正式に言いますと、市内の地震が起きた場合の被

害の想定を義務づけております。私どもも県の被害想定は拝見をした乙

とがあるんですが、市の被害想定については私ども勉強不足のためかも

しれませんが、あまりお話は聞いた乙とがございません。多分、乙れは

義務づけたものでありますから、市にも大地震のときの被害想定はあろ

うかと思いますが、もしありましたら震度幾つぐらいの地震を想定して、

そしてどのくらいの災害が出るというふうに想定されているのか簡単で

結構ですから侮説明を願います。

0民生部長(小幡清之君} ただいまの御質問でございますが、被害想

定一一人的あるいは倒壊家屋という乙とでの数の想定というものはまだ

出してございませんで、現在検討申でございます。

03番(田沢勝信君) 今の答弁でびっくりしているんですが、国士伊

がせっかく被害想定を公表したわけですから、当然取り寄せて比較する

だけのものがなければ話にならないわけです。しかも、乙れは地場防爽

計画の申ではっきりとそうしたものをつくらなければいけない左いうふ

うになっているんです。ぜひ早急につくっていく必要があろうかと思い

ます。

私恵、乙の 1週間ばかり、あの計画書を隅々拝見をさせていただきま

したが、そういう乙とがど乙にも出て乙ないんです。いろんな組織体系、

過去の災害の実績等の記述はあるんですが、やはり最大の地震の想定が

東海沖地震の想定になっておりまして、ぞれは震度が 5というふうにな

っているんです。国土庁の発表では震度が 7を想定しているんです。当

然、防災関係の整備に関して震度が 7として想定していくのか、あるい

は震度を 5として整備金していくのか違いが出てくるというふうに思い

ます。ぜひ乙れについても再検討をお願いしておきたいというふうに思

います。

それから、最後の、自衛隊の問題でございますが、タワーズの問題は

ついては、県を通して外事省に抗議をしてあるというお話ですが、乙れ

については、やはり館山の漁民が一番近い操業区域でありますから、当

該自治体の長として漁民の安全操業をきちんと守っていくんだ、そのよ
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うな決意を示すためにも、やはり市長さんみずからが外務省にお伺いし

て、今回の違法射撃訓練の原因の問題、再発防止について申し入れるお

考えはございませんか。

それと、もう 1点。ヘリコプターの深夜訓練の問題についてでありま

すが、先ほどの答弁を聞きますと、あの基地での離発着は 8時までに自

粛するんだ、あとは洋上でやっているんだという話であります。私、船

形tl:住んでおりますが、洋上で 4機編隊で訓練されますと非常な苦情が

出てまいります。乙のヘリコプターもやはり離発着はしているんであり

ます。

そういう意味で、もう一回確認しておきたいと思いますが、自衛隊の

側としては夜 8時以降は離発着は自粛するんだ、そういう話になってい

るんだ、当然洋上訓練なんかできませんよ、そうなりますと。 4機編隊

でどっかから来るのと違うわけですから、基地から飛び立って湾をぐる

っと回って基地に降りる訓練をやっているわけですから、乙ういった実

態も踏まえて夜 8時以降は訓練を自粛してもらう、あるいはまた、きち

んとした成文化によってルール化をするという必要があろうかと思いま

すが、最後にその点等lとついてお答えをお願いしたいというふうに思い

ます。

。市長{半揮良一君} タワーズの違法射撃訓練の問題はっきましては、

すでに県と相談をいたしまして、県を通じて、あるいは県が抗議を申し

込んでおりますので、さらに乙の上、申し込むというふうには現在の段

階では考えておりません。

。市長公室長(錦織 茂君} ヘリコプターの深夜割!錬の件でございま

すけれども、田沢議員のおっしゃるように訓稼の終了時聞はっきまして

は、今後もいろいろ隊と話し合ってまいりたいと考えておりますが、訓

練のほかに、午後、東京都の知事からの要請がございまして、伊豆七島

からの患者輸送告をしておりまして、昼は東京消防庁、夜は館山の自衛隊

が委託を受けているという乙とでございます。本年は、非常lζ件数が多

くて、 10月まではすでに 43園、 10月だけでも 9回の出動をしてい

る、ぞれが不思議と漂夜である乙とで一一一大部分が患者は老人、ぞれか

ら妊婦が多いそうでございます一一そういうような面から非常に襟夜の
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躍着陸がやはり多くなっているという乙とで、割"棟以外のものでも結構

あるというような乙とでございますので、一応参考までに御報告させて

いただきます。

以上でございます。

O議長(飯田義男君) 以上で、 3番議員田沢勝信君の質問を終わりま

す。

次、 13番議員山中金治郎君。御登壇顕います。

( 1 3番議員山中金治郎君登壇)

o 1 3番{山中金治郎君) 発言のお許しがございましたので、さきに

通告いたしてあります次の 8点について御質問申し上げます。

私は、今回、質問した項目が多うございますので、少し早口で説明き

していただきますので、御了解いただきたいと思います。

まず、第 1点、新年度の予算編成期に際し、菌窮する市の財政状況を

直視し、その活性化を図られたいという乙とであります。

私は、過去、市の財政運営についていろいろのデータを示 L、御質問

申し上げてまいりましたが、最近 10、 11月と視察に行かれた同僚の

方々にお願いをして同一様式はより財政状況の事情聴取をお願いし、今

回 11視察市の財政状況に館山市を加えた 12市の 62年度決算状況に

よる各財政数値を一覧表に作成し、比較、検討いたしましたが、その申

lと驚くような財政数値が館山市lと散見されました。たまたま、市は、現

在、 64年度の予算の編成途上のととと思われますので、とれらの点を

申心に再度御質問申し上げます。

その 1点は、当市の財政規模が 12市申非常に小さいという乙とでご

ざいます。館山市は歳出 1人当たり 18万 1257円で 12市の申の最

低で、長野県茅野市は 34万 10 0 0円、乙れに対し 53. 1 5 %とし

かなっておりません。さらに公債費比率は 17%8と2番目に高い率で、

地方債制限比率はわかっている市の申では 16 % 3と極端な高率になっ

ております。この 2つの数値の意味するものは、 1軒の家にたとえれば、

子供の学費だけは何とか面倒をみるけれども、ほかの乙との借金はさせ

ないという乙とだと思います。私は、何度か乙の点について質問いたし

ましたが、起債も地方財政計画には財源として組み込まれている、財政
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事情は決して悪〈ないといった内容の答弁でありました。この 2つの数

値を一体どのように考えておられるのか、また、現在の起債制限比率は

国の定める起債許可の基準から許される適債事業は何と何か御答弁いた

だきたいと存じます。

また、乙の表から不思議に思えるのは、基準財政需要額の低額きであ

ります。人口 5万 6000の当市が 56億 5100万余lと対し、人口の

少ない市の萩、塩尻など高い数値を示している。これは側面からいえば

地方交付税を多くもらっている乙とを表わしますが、当市の財政需要領

の算定資料lζ積算上の誤りはなかったのか、交付税の普通分については

人口的lとほぼ比例しておりますが、当市の低い理由は何であるか伺いた

いと存じます。

また、特別交付税も当市は 2億円ぽっきりとなっておりますが、 乙れ

も市の最低であり、端数のないのもまた不思議な気がいたします。乙の

特交分についてどのぐらいの財政需要を要求し、調整された費目は何で、

どのくらいの額か、財政担当者でも結構ですからお答えいただきたいと

思います。

さらに、地方税比率は、以前にも申し上げましたが、 5 0 % 8と 12 

市の申でトップを占め、それだけ見れば財源の豊かさを感じさせますが、

内容を見ますと、人口のほとんど同じ塩尻市では当市よりも 8億 370

0万も多い 62億 6200万の収入があります。構成比の 50%8はほ

かに収入がなく極端に小さい 1人当たり 18万 10 0 0円の決算しかで

きなかった当市の財政の困窮さを示しているものです。

また、歳出申lζ 占める人件費の割合も 28%3と 12市中最も高い率

を占めておることがわかります。平均給与額は 25万 30 0 0円と 12 

市中の 4番目ですが、上の方は人口の多い徳島、出雲、日田市で、人口

の同じ塩尻市は 21万 10 0 0円、乙の人件費の率はもちろん私ども特

別職も含めますから、当市の特別職は私を含めてほかと比較して決して

安い額ではありません。

その他いろいろありますが、それはまたの機会lと譲りまして、 乙のよ

うに 12市の財政状況を比較検討しますと、市財政は困窮のさなかにあ

ると考えます。 乙れを打破していくには決して容易な道ではありません。
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冷静に財政内容を直視し、前例などにとらわれることなく、予算編成上

にも多くの知恵を出し合い、予算が真に 6万市民のためになるよう活性

化が図られなければならないと考えますが、乙の点市長さんはどのよう

に考えておられるのかお伺いいたします。

次tζ 、第 2点、リゾート地区の関係について 3点ほど伺いたいと存じ

ます。

第 1点、第 2点は、相互に関連しておりますので、御答弁をまとめて

いただいても結構でございます。

第 1点は、基礎調査の内容と市に関連する事業の内容でありますが、

新聞などによりますと、去る 5目、千葉県から固に提出されていた基礎

調査を承認し、その動きは本格化すると伝えられておりましたが、乙の

基礎調査とは館山tと関していえば、本年 3月市が作成した海洋性リゾー

トタウン基本構想調査であるのか、あるいはこれを加除したものか、ま

た全く別のものであるのかどうか、まずこの点をお伺いいたします。

さらに、乙の中で、 D 2 1 '1:.基盤整備の方向として書かれている吏通

網、水資源開発と下水道整備は、その内容から市が主体となる事業と思

いますが、財源の乏しい市財政からいって実施が可能なものかどうかお

伺いいたします。さらに、基礎調査の内容と市lζ関連する事案内容につ

いて伺いたいと存じます。

次tζ 、第 2点として、進出希望と計画事業の内容でありますが、進出

というより参入を希望する企業は相当多くあったと思いますが、最格的

な進出希望企業とその事業について伺いたく、また多くの参入希望企業

から進出希望企業を選定をした基準等について伺いたいと存じます。

次lζ 、第 3点、地価の高臆化対策と土地の先行取得についてでありま

す。 63年 6月 7日付全国紙に、 「地価監視区域指定へ・房総リゾート

千葉県」という見出しでリゾート地区内での土地の授機的取り引きゃ地

価上昇を未然lζ防ぐため主要部を監視区域に指定する方向で検討に入っ

た旨伝えておりますが、現在、すでに市内で地価高騰が自民余るものが

あります。乙の高騰化をそのまま放置いたしますと、リゾート整備に対

応しなければならない道路など公共施設整備に重大な支障を来すおそれ

があります。ブームの過ぎた後、一部の土地の所有者と大手企業を除い
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て一般市民の多くが泣かなければならないようなリゾート地区の指定で

あってはなりません。

乙れは後で触れますが、 「新しい事業はこ乙 lと、既存の高信街は乙う

いうふうに乙乙に Jと、新と既設とを考え合わせた基本構想であらねば

ならないと思います。乙のためにも、私は基盤となる地価の高騰はすべ

ての計画そごの基盤にも連なりますので、市は早急に地価鎮静化tζ手を

打つべきだと考えますが、乙の点、県などと交渉の経過などについて御

答弁いただきたいと思います。

さらに、土地の非代替性を考え、共有地あるいは大口の土地など、今

のうちに先行取得をしておくべきであると考えますが、乙の点どのよう

に考えておられるかお伺いをいたします。

次lと、第 3点、旅館、ホテル等の設備投資の融資額lζ 高率の利子補給

と融資限度額の引き上げについてお伺いいたします。

乙れは、過日同様趣旨の陳情書が提出されたと存じますが、当市の旅

館、ホテルは観光的な各市の旅館、ホテル lζ比較いたしますと、建物、

内部設備ともに老朽化ともいえる状況であり、夏季の海水浴は別として

も、通隼的な観光客の収容には莫大な億単位の設備投資が求められてお

ります。 Lかし、現状では、莫大な設備投資をしてもその金利負担は大

きく、真紀利潤tと結ぷつくものは考えられず、あまつさえリゾート関係

として進出予定の宿舎など に観光客を奪われる可能性さえ感じられます。

乙のため、業者は設備投資にためらいがちとなり、重大な危機にさらさ

れております。

乙の点、私どもより市側は十分承知いたしていると存じますが、乙の

際、融資額tζ対し高率な利子補給の設定と預託融資枠の限度の引き上げ、

あるいは特別あっせん枠の設定など時限的制度でもぜひ実現されるよう

希望するものでありますが、乙れについて市長さんの答弁をお願いいた

します。

第 4点、夏季海水汚襲対策についてでございますが、乙れは標題その

もので別に今まで多〈の方々から何回となく発言があり、その都度市側

は何となく回答をされておりましたが、いまだ解決をみておりません。

よく新聞発表される全国の海水浴場の適、不適、汚染濃度の数字など、
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その時期になりますと、保健所側の海水検査をするとわかっているはず

ですが、その前はなぜ適切な措置がとれないのか、乙の問題については

わかりきっている乙とでございますので、あえて答弁は求めませんが、

シーズン前に海水検査の結果の発表が海水浴客の増減に大きく影響する

乙とでございますので、乙とし乙そはやる気を存分lζ 出してやっていた

だきたいという乙とをお願いをいたしておきます。

次lと、 5点目、都市再開発事業について 3点お伺いいたします。

1点目、リゾート地区としてふさわしい商庖街の造成という乙とです

が、乙れは言う乙とは簡単ですが、実行するには莫大な時間と費用と労

力と商工業者一人一人の絶対的な協力体制がなければできません。しか

し、現在、リゾートばやりというか、ーにもこにもリ、fートといわれて

いますが、リゾート地の全容をー早く把握し、現在の各商唐街がそれ忙

ふさわしい商庖街として脱皮していかなければならないことだけは確か

だろうと思いますが、リゾート地区としてふさわ Lぃ商居衝のあり方な

どは全然ど乙の計画の申でも取り上げておりません。乙れでは商工業者

の協力体制は得られません。少なくとも開発計画陀消費者が楽しみなが

ら買い物ができるよう、乙ういうような踊設を乙ういうような程度ほ置

いて、既設の乙の商庖街は乙ういうようになってほしいと開発計画書忙

なければならないと思います。リゾート計画は単促進出希望の企業巻受

け入れるだけのものであってはならないと考えますが、市長さんは乙う

いう点に関していかがな構想をお持ちになっておられるかお伺いいたし

ます。

次lζ 、公共下水道計画にあわせ、下水管共同溝の事前敷設に関する乙

とでありますが、区画整理事業や商屈の近代化等実施する際lと、下水管

や共同溝などをその時点であわせて埋設しておけば、将来本工事のとき

に工事費など少なくて済むんじゃないかと考えられますが、乙の点事務

的や技術的lζ可能性があるのかどうか、また、リゾート lと関連して大規

模な土地開発時にはぜひ必要かと考えられますので、乙の点も含んで御

答弁いただきたいと存じます。

3点目、 JRの高架線計画に関連してお伺いいたします。乙れは何年

か前、旧国鉄の時代だったと思いますが、高架線、もちろん乙れに関連
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して駅舎などの話し合いを含め、国鉄側が市民接触をもったが、財政上

の理由からか協力が得られず、どっか茂原にですか、計画したようです

が、現在、 JR等の情報によると、乙のあたりで館山も実施しなければ

という気持ちがあるやは聞いておりますが、私はふびんにして高架線計

画の全貌を知りませんが、当市の都市開発事業は衰の顔でる館山駅を中

心に考えなければならないと思っておりますが、乙ういう計画と複線化

の推進について市長さんが知っておられたらその計画の概要とそれに対

する当市の考え方を合わせてお聞かせ願いたいと思います。

6点目、次に公共下水道計画についてお伺いいたします。

先ほど、田沢議員さんもお伺いしておりましたが、重複すると思いま

す。当市は公共下水道は全国的にも立ちおくれており、市でも総合計画

ではその事業の推進を図る乙とが重要な課題となっているといっており、

その生活排水の浄化対策として三軒町排水路処理施設が近く完成すると

聞いております。

そこで、お伺いいたしますが、当市の公共下水道事業全体のプログラ

ムを明らかにすると同時に、農業集落排水適用地区として事業の実施地

域はあるか、地域はどこか、また、現在行われている小型合併浄化槽の

設置は、公共下水道、集落排水適用地区以外の地域に行うべきではない

かと思いますが、この点について御答弁願います。

7点目として、大型居対策についてお伺いいたします。

去る 10日付地方紙は、ある企業の出庖表明を、その前lとは開庖済み

大型屈の増床計画のあることを伝えておりましたが、現在までに市とこ

れら企業との接触過程で明らかにされたものがあれば、それについて明

らかにしていただきたい。

現在、市内の商工業者は、一部構造的好景気業者を除いて、国家経済

の繁栄とは逆に不振であり、すでに幾つかの企業が転廃業に踏み切って

おり、その苦しみはますます増大していくのではないかと思います。い

ままでのように大型屈を単に締め出すとか、売り場面積を圧縮していけ

ばとかでは済まないと乙ろまできております。

当市は、かつて商圏人口は 12万を押さえていた期闘がありますが、

現在、公表されているものは 7万 80 0 0であります。乙れは何を意味
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しているのでしょうか。魅力のある高信街づくりの遅れと大きな売り場

面積をもっ庖舗で多商品の申から選択し購入していく消費者のニードを

吸収できなかったため、さらには大庖法適用外の庖舗を規制する地方自

治体の規制等、いろいろあったが、乙ういうものは一体真に既設小売業

者を救う道だったのでしょうか。乙れらは真に企業家としての精神の衰

退や経済の環境の変化民連れるという遠因にならなかったのでしょうか。

乙んな前提唱を踏まえて、真に企業家精神の充溢する企業経営を考えな

がら、今、市はどんな対応を考えていかなければならないか、市長さん

も実業家でありますので、よく理解されておる乙とと思います。建前で

なくて本当に苦しい商工業者を救うために、市は乙れだけの乙とをする

から、商工業者も乙うしてほしいと心情を吐露してもらいたい。さらに、

大型底進出後の影響調査をしておると思いますが、その内容を報告して

いただきたい。

最後の、失業対策事業についてでございますが、現在、新聞や各報道

でマネーゲームや財テクブームとかいってはやしたてておりますが、所

得格差の大きくある地方都市には顕在失業者があふれております。市の

総合計画の申lと五十九年三月の高校卒業生の就鴎状況が出ておりますが、

5596の人が県外の就職、わずか 300人ほどが県内、当市を含めて就

職している状況であります。就職条件のよい弱年齢層がとのとおりであ

りますから、中高年齢層は求人数は就職者数以上にあっても、いろいろ

な条件から就職できず、職安にいっても求人カードをただめくっている

という人たちが多いようです。

乙のような関係から、当市でも 4 2年度まで実施していた失業対策事

業を再度実施し、中高年齢層tζ 若干でも働く職場を与える乙とはできな

いかどうかお伺いをいたします。

以上で、質問を終わりますが、 6万市民のために、今何を遷択すべき

かをじっくりお考えの上、御答弁いただきたいと思います。御答弁の内

容により再度質問きしていただきます。ありがとうございました。

(市長半滞良一君登壇}

0市長{半海良一君) 山申議員の御質問lとお答えをいたします。

第 1点の質問でございますが、まず、歳出 1人当たりの金額と起債制
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限比率の数値についての御質問でございますが、およそ財政規模はっき

ましては、各地方公共団体がそれぞれ異なる環境条件の申で地域の特性

や住民のニーズlと合わせた事務、事業を計画的促進めている結果でござ

いまして、一概に比較する ζ とははなはだ困難であろうかと考えます。

一例として挙げられました茅野市の場合、歳入について館山市と比較

しながら見てみますと、市税収入はほとんど変わりませんが、地方交付

税で約 12億円、地方債で 5億円、さらに詳細についてはわかりません

が、財産収入で 32億円多い乙とが主な遣いとして挙げられます。地方

交付税はっきましては、人口はともかく面積が館山市の約 2.4倍ある

とと、寒冷地補正がある乙と等が考えられるととろでございます。

いずれにいたしましでも、地域の発展lとつながる歳出の増加につきま

しては、常に配慮していかなければならない課題であり、今後とも可能

な限り積極的な財源の確保に努めてまいりたいと考えております。

次位、起債制限比率についての御質問でとぢいますが、過去において

他市に比較し整備が遅れていた分野であった義務教育施設や清掃、し尿

等生活環境施設及び道路整備等のため、苦しい財政の申で財源確保の一

手段と Lて、また住民負担公平の見地等から起債に依存した乙とは御承

知のとおりでございます。そして、市民の皆様も一面、利益の先取りと

しで事受しているととろでとぎいます。

なお、乙乙数年、財政事情を勘案しながら起債を抑制し、さらに繰り

上げ償還を実指しながら財政の弾力化に努めていると乙ろでございます。

その結果、起債制捜比率は、乙のままで推移いたしますと、 63年度決

算においては 15%台、 64年度は 14%台、 65年度は 13%台にな

る見込みとなっております。

次lと、現在の起債制限比率で許きれる適債事業は何かという御質問で

ございますが、実際tζ起債が一部制限される比率の数値は 20%でござ

います。したがいまして、現時点で何ら起債が制限きれる乙とはなく、

地方財政法で定める文教施設、土木施設等、適債事業のすべてにわたり

地方債をもって財源とする乙とができる状況でございます。

次tζ 、地方交付税における基準財政需要額の積算に誤りはなかったか

との御質問でございますが、基準財政需要領は法律で決められた計算方
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法lと基づくものであり、基本的には誤りはございません。

次tと、普通交付税の低い理由及び特別交付税の御質問はっきましては、

総務部長より答弁をいたします。

次に、予算編成についての御質問でございますが、従来から予算の編

成にあたりましては、歳入はっきましては社会経済情勢等あらゆる資料

に基づいて適切な財源確保に努めるとともに、歳出につきましては、歳

出全般にわたりスクラップアンドピルドの原則lζ立ち、事務事業を根底

から見直し、厳しい優先順位の申で選叔し、同時に市議会議員の皆様方

をはじめとした市民の英知を集めながら編成していると乙ろでございま

す。今後とも時代の動向を的確にとらえ、住民のニーズlと対応した事業

の実施lζ配慮するとともに、財政の弾力性の確保を図りながら、計画的

な市政運営lと努めてまいりたいと考えております。

次lζ 、第 2点、リゾート地区の指定についての御質問でございます。

まず、第 1点、基礎調査と海洋性リゾートタウン基本構想についての

御質問でございますが、基礎調査はっきましては、総合保養地域整備怯、

いわゆるリゾート法に基づき基本構想の承認を受けるべく、市町村の意

向を受けて県が調査したものでございまして、本市におきましては、海

洋性リゾートタウン基本構想との整合を図ってまいったものでございま

す。

次lζ 、基盤整備の御質問でございますが、事業の実施につきましては、

園、県事業の推進並びに国、県の補助事業の導入巻積極的lと図り、計画

的にその実現化lと努めてまいる所存でございます。

次lと、基礎調査の内容でございますが、房総リゾート地域整備構想と

して、富津から鏡子lζ至る 9市 25町 3村、約 17万 80 0 0況のうち、

1 1の重点整備地区を設定し、重点整備地区整備方針、公共施設の整備

の方針等が県において策定されております。

乙の申の、市lと関連する事業内容でございますが、重点整備地区とし

て 2地区が設定されており、主要な民間開発計画は次のとおりでござい

ます。

まず、南館山マリンパーク計画は、西岬地区の海浜部及び林間部で、

開発内容は、マリーナ、ゴルフ場等スポーツレクリェーション施設、 カ
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ルチャーセンタ一等教養文化施設、ホテル、別荏等宿泊施設、漁港を利

用したレストラン、観光施設等の販売施設の計画であり、開発企業は三

井不動産株式会社、日本国土開発株式会社の共同事業体でございます。

次tζ 、館山レインボータウン計画は、館山から西岬地区lζ 至る林間部

で、開発内容は、体育館、ゴルフ場等スポーツレクリェーション施設、

図書館等教養文化施設、クアハウス等休養施設、別荏、ホテル等宿泊施

設、販売施設、定住者の生活サーピス施設等の計画であり、開発企業は

株式会社オークエンジニアーズでございます。

さらに、太陽海岸平砂浦計画は、神戸及び富崎地区の海浜部及び林間

部で、開発内容はマリーナ、ゴルフ場等スポーツレクリェーション施設、

野鳥観察舎等教養文化施設、健康管理センタ一等休養施設、ホテル、リ

ゾートマンション等宿泊施設、販売施設等の計画であり、開発企業は株

式会社熊谷組でございます。

次児、進出希望企業と計画事業の内容でございますが、進出企業と計

画事業lとつきましては、基礎調査の内容で御説明したとおりでございま

す。企業を選定した理由につきましては、 1 海洋性リゾートタウン基

本構想と整合する計画である乙と、 2 特定施設等が総合的、一体的に

計画された相当規模の地域であること、 3 地域振興、地域活性化lζ 貢

献する計画であること、 4 積極的な開発計画があり、整備の見込みが

ある乙と、等から総合的tζ 判断したものでございます。

次lζ 、リゾート地区内の地価高略化対策についてでございますが、国

士庁では、ワゾート法lζ基づく基本構想の承認にあわせて、国土利用計

画法の規定による監視区域の指定を各県民対し指導しており、三重、宮

崎、福島の各県においては、基本構想承認と同時期lζ指定がなされてお

ります。

本県についても、年度内の基本構想承認が見込まれておりますので、

地価の動向等を含め県と協議を行っており、指定後の事務処理、対応等

について近隣指定市から情報を収集するなど準備を進めております。

土地の先行取得についてでございますが、リゾート法に基づく民間開

発用地の取得は、原則として民間事業者が行う乙ととなっております。

公共施設整備の用地については、市が取得すべきものと考えております。
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次iζ 、大きな第 3点、旅館、ホテル等の設備投資のための融資に高率

の利子補給と融資の摂度額の引き上げについてという御質問でございま

すが、当市の中小企業資金融資制度は、昭和 63年 4月より貸付限度額

につきまして運底資金 300万円、設備費金 500万円に引き上げを行

ったととろでございまして、今のと乙ろ変更は考えておりません。

高額の資金を要する施設の改善等につきましては、県制度資金であり

ます中小企業振興資金を活用するよう指導を行っております。

なお、今後、リゾートの推移をみながら、将来の問題として考えたい

と思っております。

次に、大きな第 5点でございますが、乙の点につきましては、どうも

御質問の趣旨に沿うかどうかわかりませんけれども、リゾート地として

ふさわしい商庖衝の造成という御質問でございますが、現在、リゾート

地としての魅力ある商庖街とするため、西日土地区画整理事業、東日の

再開発事業等の整備を計画し、進めていると乙ろでございますが、特 t~

西口地区につきましては、リゾート地としてふさわしく、棄し〈買い物

ができるまちとすべくイメージづくりをするための調査をしている在 ζ

ろでございます。

次位、小さな第 2点、公共下水道の下水管や共同溝などの線的な施設

の整備計画と土地区画整理事業、市街地再開発事業等の面的な整備計画

は、基本的には整合性が図られるべきものと考えておりますが、各事業

の都市計画決定等の事事手続きや事業の採択要件、さらには住民コンセ

ンサス及び財政状況等総合的な実施環境が求められる乙とから、乙れら

の整備が並行して行われる乙とは非常に難しい面があるわけでございま

すが、経済的、効率的な面からも整合のとれるものにつきましては十分

検討、配慮してまいりたいと考えております。

また、大規模な開発行為につきましては、企業者の責任において、下

水の共同処理施設の設置や電線等の地中化を開発計画に含め、高貴な居

住環境や空間の創出記努めるよう指導していると乙ろでございます。

次に、 JRの高架線計画についてでございますが、高架線計画、いわ

ゆる連続立体交差事業につきましては、踏切の自動車交通量、電車本数

等から補助対象事業の採択要件を充足しておらず、現時点では事業化の
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見通しは大変難しいというのが実情でございます。しかしながら、交通

環境、市街地整備、土地利用の面から、市としましでも必要な事業であ

りますので、事業主体となります県花対して事業化を要望していると乙

ろでございます。

また、 JR内房擦の複線化につきましては、千葉県知事を会長とする

J R内房線複線化期成同盟等を通じまして、関係機関へ実現化の要望を

行っておりますが、現段階では、非常に厳しい、難しい状況にございま

す。今後志引き続き積極的な働きかけを行ってまいる所存でございます。

次に、大きな第 6点、公共下水道の進捗状況についてでございますが、

公共下水道調査は、費斜の収集から整理の段階に入っており、下水道整

備構想ヱリアマップはっきましては、集合処理可能な地域の線引きは一

応完了し、地理的、社会的条件等を考慮しながら区域の設定を進めてい

るととろでございます。

次lと、小さな第 2点の御質問でございますが、公共下水道事業全体の

ずログラムにつきましては、田沢議員lとお答えしたとおりでございます

ので、御理解をいたt!.きたいと思います。

次Lζ 、農業集落排水事業としての適用地区についてでございますが、

下水道整備構想エリアマッずの策定申でございますので、地域の有無、

場所等は申し上げる段階lと至っておりませんが、事業の性格から農村地

域において適用する箇所があるのではないかと考えております。

また、小型合併静化槽の設置lとつきましては、現在、策定を進めてお

ります下水道整備構想エリアマヲブとの整合を図りながら進めてまいる

考えでとぎいます。

次lζ 、大きな第 7点、進出大型屈の増床計画が伝えられているが、そ

の内容と対策についてという御質問でございますが、忠実屋につきまし

ては全く折衝はございません。したがいまして、現在のと乙ろ具体的な

事項は不明でございます。また、ジャスコ lとつきましては、去る 10月

2 8日、建物設置者でありますジャスコ株式会社及び核テナントであり

ます鹿屋ジャスコ株式会社の連記lとより大規模小売庖舗増床計画書が提

出されております。乙れによりますと、主な内容は、延べ床面積 458

3 m2を 3万 5195m2，と増床、そのうち庖舗面積 2800m"を 2万 36 
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22m2 tζ増床、鉄骨鉄筋コンクリート造り 4階建て、開庖日昭和 64年

1 2月 1日となっております。

商工業者を救うための手だてはという御質問でございますが、最終的

tとは個々の企業努力と責任において実施すべきものと考えております。

今までも商居街の活性化あるいは整備につきまして援助、指導してきた

ところでございます。乙れからの事業といたしましては、東口再開発事

業及び国道 121号沿線の銀座高居街整備に行政といたしましでも援助

協力してまいりたいと考えております。

次l乙、大型庖出居後の影響調査についてでございますが、乙れにつき

ましては、館山商工会議所において出居直後、 3ヵ月後、 6ヵ月後の 3

固アンケート調査が行われております。乙れによりますと、時が経過す

るに従って全般的に売上高は回復位向かいつつあるというととでござい

ます。

次lと、第 8点、雇用の機会均等に恵まれない地方都市の対策左して失

業対策事業を実施せよという乙とでとぎいますが、緊急失業対策法肥よ

る失業対策事業につきましては、昭和 46年 10月 1日に現に失業者で

あり、かっ失業対策事業lζ就労している者についてのみ効力を有する ζ

ととされておりまして、新たに同法による失業対策事業安起とす乙とは

困難と考えられます。

0総務部長(渡辺秀夫君) 普通交付税及び特別交付税についての御質

問についてお答えいたします。

まず、普通交付税が低い理由という乙とでございますが、乙れは各年

度の基準財政需要領lともよりますが、基本的lとは基準財政需要額に比較

して基準財政収入額が多いという乙とでございます。

次lと、特別交付税についての御質問でございますが、 62年度の特別

交付税の額は 2億円ぽっきりではなく、決算でもお示ししたとおり、 1

億 99 5 6万 80 0 0円でございます。

ぞれから、まず、乙の要求項目等について述べてみますと、観光地で

あるとか、基地対策、都市整備、道路建設、防災対策、上下水道、辺地

対策、災害、商工対策、コミュニティ対策、漁業対策、農業振興対策、

福祉対策、文化財保護、行財政改革、交通安全対策、病院、医療体制、
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教育施設、放送施設等、 18項目にわたっておりまして、乙の特別の財

政需要がありまして、その結果としまして、決定額が 1億 99 5 6万 8

000円になったものでございます。

乙のうち、災害や水源開発等一定の指数によって計算され、 12月lと

交付されるルール項目分については 4 103万 10 0 0円であり、その

ほかについては 3月交付分がございまして、乙れが 1億 5853万 70 

o 0円となっております。乙の 3月交付分については、国一一一自治省で

ございますが一一県等が市町村の特別の財政事情等勘案しながら、額を

決定するものでございます。

以上でございます。

o 1 3番(山中金治郎君) 御答弁をいただきましたが、納得できない

点が何点かありますので、再質問をさせていただきます。

財政規模はっきましては、今後、可能な限り積極的lζ 財源の確保を図

るという御答弁がとざいましたが、先ほど申し上げました、館山市を入

れて 12市の財政状況を乙うやってつくってみましたけれども、乙の申

で館山が何とかならないかなという乙とで見たので、ちょっと館山と似

遭っている申でたまたま防衛施設があるところが千歳と館山だけです。

それだけをちょっと見てみましたが、館山の場合が先ほど言いましたよ

う t~ 、 1 人当たりの歳入額が 1 8万 98 2 7円、千歳が 29万 782円

という乙となんです D そういうことですから、大分乙れは国からの交付

金が多いわけでございますので、館山とそういう施設は比較にならない

ζ とかと思いますけれども、国の交付金をいただくのはやはりそういう

施設があるわけでございますので、何とかそれを利用きしていただいて

国からの交付金を余計いただくという方法はないものかという乙とが一

つございます。

乙の前、私は、北条の六軒町の商業の人たちは呼ばれて言われたこと

が、今、館山の乙の六軒町の今までの一番目抜き通りの商庖lζ 嫁が来な

くなったんだという乙と。それともう一つが、若い人はみんな館山から

出ていっちゃうんだという乙とで、その申で庖員さんの女の人たちは、

館山lζ 残っているのはお婿さんもらう人、いわゆる養子をもらう人たち

が館山市に勤めている。それで、その人たちがど乙に養子を求めるかと
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いうと、やはり今、若い人は館山に余りいない、一番若い人が集まって

いると乙ろは海上自衛隊の基地だという乙とを言ってました。何とか若

い人の消費人口をふやすような乙とを考えてくれないかといわれたとと

志ございます。しかし、乙の問題は非常に大変な乙とで、社会党さん、

共産党さんはいわせるといろんな難しい問題があろうかと思いますけれ

ども、しかし、今ほかの方ちょっと見て、よくわかりませんけれども、

ただそうやってそういうものがあると乙ろは非常民国の金が来ている。

乙れはもちろんいろんな意味で協力もあるいはしなければいけないかと

思いますけれども、そういう乙とが、乙乙でちょっと比較が出ましたも

のですから、非常に難しい問題があろうかと思いますけれども、しかし

乙ういった乙と也、将来前向きに検討すべきじゃないかと思いますので、

ひとつ将来の懸案として申し添えておきます。

それから、起債制限比率が、大分抑制民努力しておるので、 65年に

なると 13%ぐらいになるというととです。これは将来の積極財政の転

換に大分期待が持てるような数字になってまいりましたので、将来思い

きって、また大きく起債をして産業授賓ができる方向でお願いをしたい

と思います。

乙の申で、一つだけ質問申し上げますが、先ほどちょっと言いました

けれども、人件費がちょっと高い。乙れは予算規模が小きいからなおそ

れが出てくるかわかりませんけれども、人件費が高い。そ乙で、きょう

の時点でラスパイレス指数は幾らになっているのか、また乙ういう乙と

が交付税の査定について影響がないのかどうか。その点だけお答えいた

だきたい。

0総務部長(渡辺秀夫君) 今の時点でラスパイレスは 10 8. .(.でご

ざいます。

いろいろいわれているのは一一-11 0という乙とを随分いわれており

ましたけれども、今の段階ではありませんが、高い方でございます。

013番{山中金治郎君) 次lζ 、リゾート地区の指定にからんでお伺

いをいたします。

御答弁聞いておりますと、 3カ所tと現在進出希望があって、企業が今

いろいろと折衝の段階にはいってるようですげれども、乙の申iと全部あ
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るのがゴルフ場でございますが、そうしますと既存のゴルフ場を入れる

と館山市内Cc5カ所になる。そのほか近瞬町村でもかなりそういった計

画がございますが、訟はちょっと心配だなという気がしてならない。し

かし、乙の乙とについては、とのあとの議員さんがかなり質問を予定し

ておるようでとぎいますので、乙れは後の方tと諮りますが……。

ヨットハーパーが 2カ所計画があるようでございますが、その収容能

力は何隻ぐらいなのか。その点お知らせいただきます。

。経済部長(安西良一君} ヨヲトハーパーの収容能力という御質問で

ございますが、西岬地区のいわゆる内房地域tζ入りますが、南館山マリ

ンパークという一つの計画がございますが、と乙で計画しておりますの

が 220艇でございます。それから、外洋といいましょうか、太陽海岸

平砂浦計画といいまして、相浜、大神宮の沖合いというような乙とにな

りますが、そとでの収容能力が 10 0 0隻が予定されています。

以上でございます。

01  3番{山申金治郎君} 今の収容能力lとからんでですけれども、随

分大きな数字になっておりますが、ちょっと館山市以外で恐縮ですげれ

E也、也しおわかりになったらぱ、リゾート計画で千葉県全体の申で大

体どのくちいを県は考えているか、おわかりになったらばその点お伺い

いたします。

ぞれと、地域振興と地域活性化促貢献する計画という乙と、そういう

ような計画だというととでございますけれども、乙のような縮設ができ

ると地元の業者にどのようなメリットを与えるのか、その点もあわせて

お答えいただきたい。

0経済部長(安西良一君) 県内のヨットハーパーの関係でございます

が、今、ちょっと数字を持っておりませんので、後ほど御回答申し上げ

たいと存じます。

2番目の、リゾート開発tとよります経済波及効果はどういうものがあ

るかという御質問でございますが、簡単にいいますと、各消費の拡大あ

るいは関連産業の振興につながってくるという乙とがいえるかと存じま

す。

具体的に申し上げますと、観光産業あるいは農業、水産業の生産物の

-.( 6 -



阪売、あるいはみやげ品等の製造業、ぞれにからみます商庖での販売、

あるいは交通関係、レクリェーション用品の販売、乙ういったものが考

えられると思います。そのほかに最も大きいメワットといたしましては、

雇用の拡大につながってくるということがいえると思います。

なお、その他の関係といたしましては、当然いろいろ開発事業を行う

わけでございますので、建設関係が活況を呈してくるだろうというよう

な乙とが考えられます。あと、それができましてから、施設の管理とか、

そういうものでもメリットが出てくるのではないかという乙とが予想さ

れます。

そのほか、県や国におきまして、道路だとか、いわゆる公共事業で行

います事業に拍車がかかってまいりまして、整備がなされてくるという

ようなメリットもあるかと存じます。

そのほか、税収等についてもいわゆる山林を開発しまして宅地にすれ

ば、それだけ評価が上がりますから、税収の面でも上がってくる。その

ほか売り上げに対しでも税収が伸びてくるというようなことがメワット

かと存じます。

以上です。

o 1 3番(山中金治郎君) 今の乙となんですが、雇用、建設、管理と

か税収、乙れはわかりますけれども、私がある企業lと乙の前聞いた乙と

があります。 rあんたのと乙ろ乙乙へ伺をするんだ」、山の上記池つく

って、船を浮かべて、そして海に浮かんでいる船、いろんなものをなが

めながらポートを乙ぐんだ。その回りに別在地を張り付ける、高級ホテ

ルもつくる。もちろん運動施設もっくります。そして、夜になると、そ

のホテル lζ集まってきて、皆さんのコミュニケーショシを図る。別荘地

もつくるんでそ乙 lζ ショッピングセシターも張り付けますという乙とな

んです。

今、大手企業というのは何でもつくっているわけです。あのスカイラ

ークでもわかるように、全部売るものを企業の申から持ってくる。もち

ろん、今度は道路ができますと、申央から来るのが 1時間から 1時間半

で来ちゃいますから、そういった自分の関連のと乙ろは持ってきて、そ

乙で、それをその場所で消費して、売り上げは全部本社民持ってくると

-4 7 -



いう乙と。残るのはごみだけになっちゃう。

ですから、私は消費の拡大とか産業の振興ということは、最初から企

業 lζ対してよっぽど条件をつけていただきたい。そういった、そこで使 1

うもの、食桝品にしてもいろんな使うものは地元の商屈を利用するとい;

う乙とを最初から条件をつけていただくことを、私は乙乙でお願いをし|

ておきます。ぞれがないと、何のために広いと乙ろを安く提供したのか P

わからなくなっちゃうので、その点をひとつお願いをいたします。

それと、もう一つ、地価高騰対策ですが、公共施設に関係する用地は

取得するという乙とでございますし、また、地価の高騰を監視するんだ

という乙とでございますので、乙れはきちっとお願いをしたいと思いま

す。

ただ、乙れで心配するのが一一一乙の閥、私、湯沢に行ってまいりまし

た、 NHKなんかで非常にさわいでおりますので。そうしますと、湯沢

の町は受付税の不安付団体ですから非常に豊かです。 1人当たりの予算

規模も 52方円ぐらい、館山の 3倍くらいの金持ちなんです。それでも

最初のうちはぽつぽつマンションが建ってきて、地価が上がってきたん

で、税収も伸びるという乙とで非常に喜んでおった。と乙ろが、新幹線

がちみで一気lζ ぞれがふえちゃったもんですから、今まで坪 20 0 0円

のと乙ろが 50万になっちゃったという。ですから、公共事業も今まで

1 0 0 0 mつくる予算で 10mしかできないという乙となんです。これ

は大蜜な乙とです。ですから、後でいろいろな規制を設けて追いかけて

いるけれどもとても追いつかない。大変な乙とになっちゃって頭を抱え

ているのが実情なんです。

ですから、館山は乙れからやるわけですから、そんなことはおそらく

ないと思う。市長さんはじめ優秀な皆さんが大勢いらっしゃるんですか

ら、そういうばかばかしい乙とはないかと思いますが、その辺で私は土

地の先行取得という乙とをお願いしているわけなんです。

乙の辺で、一般のと乙ろは企業にというんじゃなくて、広いと乙ろあ

とわずかしかありませんから一一一道路なんかなくたって構わない、道路

をつくるのは幾らもつくれるんですから一一一そういう広くて比較的安い

と乙ろは市の財政で、何とか先行投資でほしいと思います。その辺はぜ
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ひひとつ考えていただきたい。乙れはお願いをしておきます。

次に、 3点目の利子補給の問題ですけれども、乙れは御答弁によりま

すと、今度利子補給の預託融資が 300とか 500万に上げましたとい

う努力は、私lま皆さん評価しますけれども、問題は先ほど言いましたよ

うに、宿泊施設の改善資金というのが 300万、 500万じゃできない

んです。文化生活した人が館山tζ来るわけですから、ですからマンショ

ン住まいなんかしている人がゆったりできるようにするには、かなり投

資をしなくちゃならないという乙とでございますので、限度額の引き上

げを何とかお願いできないだろうかと思います。

乙れ言いますと、県の設備資金をお使いなさいという乙とですが、乙

乙iζ県の制度資金や環境衛生公社、金融公庫、そういうふうないろんな

資金もございますけれども、それに私はお願いしたいのは、ぞラいった

貴金に非常に財政が厳しいんで、予算規模が小きいんで、非常に技術的

lζ難しいと思いますけれども、そういうふうな資金に市の預託融資のよ

うに利子補給を 1%上乗せというような乙との適用を何とかお願いした

いと思いますが、乙の点についてお騒いできませんか。お答え顕いたい奇

O経済部長{安西良一君) 先ほど、市長の方から今後のリゾートの推

移を見ながら将来の問題として検話していきたいというような回答があ

ったわけでございますが、さらに、そういうものをにらみながら県下の

情勢等もひとつ調査してみたいというように考えております。その上で

どうするかを処置したいというふうに考えております。

以上です。

013番{山中金治郎君) 乙れは財政事情厳しいんで、乙乙で乙うす

るという答弁を期待するのは無理かと思いますけれども、ひとつ何とか

前向きに検討してください。前向きに検討するという乙とはお約束でき

ますね。

0経済部長{安西良一君) 乙ういう関係につきましては、どちらかと

いいますと大型規模に対します融資というような形になるかと思います

ので、乙れらについて今まで全く検討した乙とがございませんので、ひ

とつ調査をきしていただいて判断をさせていただくというふうにお顕い

をいたしたいと思います。
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ひとつ今の問題は前向きに検討してくださ

県の設備資金にしても、今、言いました環境衛生金融公庫ですか、

ういった金融機関忙しでも、いろいろな乙ういうものがあるわけでござ

いますので、ぞれらをそういうふうな業者の皆さんは、

ありますよ、あんたのと乙ろは、たしか乙れを利用したら…… j 、

いうふうな相談の窓口的なとともしていただきたいと思います。

それから、次に移りますが、都市再開発の乙とでございますが、

はお聞きしますと、西日の方も本当に楽しく買い物ができるようなまち

にするように今、調査しているという乙とでございますから、その点は

了解いたしますが、乙の問題と共同溝の乙とはっきましても、なぜ弘が

乙ういう乙とを言うかといいますと、館山は今まで開発が一番遅れてい

乙れからやるわけでございますから、館山

そ

f乙ういう方法

そう

乙れ

013番{山中金治郎君}

るわけなんです。ですから、

の駅周辺の商届衝を通るだけでも楽しい、買い物が非常に楽しくできる

という乙とにするには、やはり今までのように道路を広げて区画整理を

して、駐車揖をつ〈るだけじゃ把めなんです。ですから、どうせ乙乙で

も勺てリゾートの指定tζ入るわけですから、本当に館山lと来るのが楽し

いと思えるような構想も、との際乙乙へ取り込んでいただきたいという

乙とで、私は出したわけですロ

それで、一つお伺いしますが、共同溝正いうのはなかなか技術的にも

撃しいという乙とのようですけれども、少なくとも表通りから電柱の姿

を消して、そ乙 lζ は街路樹が植わるとか、そういったようなととは可能

のように思えるが、その辺どうでしょうか。

0経済部長{安西良一君} ただいまの無電柱化といいましょうか、大

通りから電柱を引っ込めるというような乙とでございますが、いわゆる

地下埋設は東電きん等ともお話をしている申では館山のような状況のと

乙ろでは無理だ、いわゆるピルが大きな道路について建ち並んでいるよ

うな状況のと乙ろだったら可能であるけれども、ぽつんぽつんとあるよ

うなと乙ろ、あるいは小さい商庖があるようなととろでは無理ですよ、

しかしながら、それと同じような効果というような乙とから期待できる

ものが無電柱化、今、山中議員さんがおっしゃったようなものでしたら
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可能だというような乙とでございますので、事業ごとに検討さして、で

きるだけそういうような方向で進める考えでおります。

それから、先ほど御答弁を後ほどという乙とで保留さしていただきま

したんですが、私どもの方で、今、手に入れておりますのが、ヨットハ

ーパーでは、銚子市と鴨川市、それに館山という乙とでございまして、

なお銚子、鴨川につきましては収容隻数等はっきましては不明でござい

ます。

以上でございます。

01 3番{山中金治郎君) 今の御答弁聞きまして、当市の再開発に対

して本当に将来楽しみながら買い物ができるようなすばらしいまちにし

ますよという乙とと、電柱にしましでも、表通りから電柱の姿は見えな

くて、都市の街路のようなものができますとすばらしくなりますんで、

そうなればさすが館山市だ、市長さんの行政手腕はすばらしいといラ ζ

とになろうかと思いますので、ひとつそのようにお願い巻 Lたいと思い

ます。

それと、 JRの高架計画でございますが、お話聞いておりますと、県

と諮って何とかそういうふうな方向に今は難しいけれ E也也っていきた

いという、複線をからんでそのような御答弁のように承りますが、問題

也、 JRも営利企業でございますので、大勢の人が館山を回僚として、

館山に集まるような乙とになれば当然解決すると思いますので、今、も

ちろんリゾート問題が大きく浮かび上がっておりますので、いろいろな

計画があろうかと思いますが、大勢の人を館山lと引きつけようとするよ

うな構想なりありましたらお答え願いたい。

0経済部長(安西良一君) 何と言いましでも、リゾートによります集

客という以外にはないかと思います。以上でございます。

o 1 3蕃(山中金治郎君) 乙れは再三のお願いになりますけれども、

弘はやはり大勢の人が館山を目標ほしてくれるようなものをつくれば、

おのずから解決すると思いますので、そ乙で、もう一回乙 ζでもってお

願いしておきますけれども……。

乙の前も言いました噴水の問題で、そういったよそにもないものを、

本当に世界的なものを、そんなに大きく金がかかるわけじゃあちません
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「
から、乙乙へ噴き上げてもらえれば館山に集まってくると思う。実は、

きのうも駅長のところでちょっと話した。 rそういうものをやってくれ

ればすぐ乙ういう問題は解決する方向にいきますよ」という乙とを言っ

ておりましたんで、ですから、私は本当にすばらしい、館山市を乙れか 1

らつくるわけでございますので、そのようなものを計画の申に取り込ん

でいただきたいということを再度お願いを申し上げまして、次lと移りま

す。

下水道の計画の問題ですけれども、乙の申で、農業集落排水の乙とで

ございます。乙れを何とか計画lと入れていただきたい。といいますのが、

河川の汚濁というのが一一一今、館山湾のヘドロが多い一番の元は川から

流れてくる汚物なんです。ですから、その川の上流の部落、農村地帯、

そういうと乙ろの集落排水というのは公共下水道と並行して取り上げて

いただきたいと思います。これは要望しておきます。

ぞれと、小型合併槽の乙となんですけれども、乙れも時間がございま

せんかちお願いをしておきますが、大体下水道計画というのは 20年ぐ

らいかかるよろですけれど也、問題は下水道計画に入って供用開始が今

後早くて 10年ぐらいにもしできると乙ろあるとすれば、そういう地区

iζ 合併処理ができたとしますと、そこでまた受益者負担が二重になって

まいるわけでとざいますので、乙ういった合併槽の設置についてはそう

いうふうな公共下水道とか、これからの集落排水のような計画以外のと

とあへひとつ重点的に設置をお願いしたい。そういう乙とは可能なんで

じよろね。その点だけどうでしょうか。

0民生部長(小幡靖之君) 基本的にはそのような乙とで考えてまいり

たいと思います。

o 1 3番(山申金治郎君) 大型庖の問題なんですけれども、時間がな

くなってすみませんが、お答えを聞いておりますと、今、増床計画が出

されているのが 2万平米以上という数字で、乙れは非常lζ大きい、増床

というのとちょっとおかしいなと思いますけれども、そうなってきます

と、それを受理して、どういう乙とで対策を考えているのかということ。

前に、 6万 70 0 0平米の申請が出てきたものを 1万平米に取り込ん

で、その申の一番大きな庖舗が駅前の核庖舗になるわけですが、その乙

-5 2 -



とについてはどういうふうになるのか。再開発と並行して進めていると

いう乙とかと思いますが、そうなってくると、再開発ができないと、十

字屋きんを含んでショッぜングセンターができない。できないままに片

方tz:2万平米なんでいう信が現実にできたとする。先ほど 64年度だと

いいますから、そうなってくると、本当の商圏の流れというのは全部向

乙うにいっちゃって、それでなくとも六軒町通りが歯が抜けたように閉

鎖していくわけですので、非常に大きな問題だ思う。その辺についての

お考えをお聞かせ騒いたい。

最後の、失対の問題については、できればもう一回そのような方向で

検討してもらいたいという乙とで打ち切りますが、今の問題だけひとつ

お聞かせ願いたい。

0経済部長(安西良一君) 審査の関係でございますけれども、大型屈

の進出はっきましては、やはり商業活動調整協議会に商工会議所の会頭

が諮問をいたしまして、そして審議され、答申をされ、それに基づいて

決定していくというような流れになると思います。

なお、十字屋さんの出庖が再開発が延びれば困難になるのではないか

という御質問でございますが、御案内のように、現在、市といたしまし

ては、いわゆる A街区について全体で再開発をお願いしたいという乙と

でお願いをしているわけでございます。その申で、やはり十字屋きんと

すればあるいは早く出庖をしたい、開庖をしたいという心づもりもある

のではないかという感じがいたしますが、市といたしましてはそうされ

ますと全体的な開発ができないわけでございます。したがいまして、何

とかー績にやってほしい、それまで待ってほしいという乙とで、現段階

ではお願いをしているというのが実態でございます。

以上でございます。

O議長{飯田義男君) 以上で、 13番議員山申金治郎君の質問を終わ

ります。

午前の会議は乙れにて休憩とし、午後 1時再開といたします。

午前 11時 59分休憩

午後 1時 o1分 再開

。議長(飯田義男君) 午後の出席議員数 27名、休憩前に引き続き会
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議を聞きます。

次、 21番議員辻田 実君。御登壇願います。

( 2 1番議員辻田 実君登壇)

0 2  1番(辻田 実君) 4点にわたりまして御質問を申し上げたいと

思います。

今回の質問は、いずれも市政の根幹をなす基本的な問題でございます

ので、ひとつ次元の高い御答弁をお願い申し上げます。

まず、第 1tζ 、リゾート開発と水資源の問題についてお伺いをいたし

ます。

館山市の観光開発は、昭和 32年に固定公園に指定されて以来、近代

的な観光都市への脱皮が図られてきたと思います。同時lζ 、昭和 4 1年

tζ 当時の友納知事によると乙ろの南房州観光開発拠点構想が発表されま

して、当時の安房水産高校並びに水産試験所の移転先も決まったかに聞

いておるわけでございますけれども、乙れらの大構想も夢と化してしま

勺たわけでございまして、非常に残念に思うわけでございます。さらに、

4 8年には、西岬、神戸地区が休養村の指定を受けまして、また観光地

へ大きく飛躍するだろうという期待が市民の申にあったわけでございま

すけれども、とれらも当初、予想していたほど に成果を上げる乙とはで

きなかったんじゃないかというふうに思うわけでございます。

ぞろじた申において、今回は、乙れらの観光開発計画をさらに上回る

リゾート法に基づくと乙ろのリゾート開発計画というものが進んでおる

わけでございますけれ E也、乙の観光開発に際しましては、いろいろな

問題をクリアしなければならないわけでございますけれども、何といっ

ても絶対的に問題になるのは水の問題であろうと思うわけでございます。 l

乙の水の問題なくしてリゾート開発というものはあり得ないわけでござ!

いまして、乙の点について乙の辺でもって具体的にお伺いしたいわけで

ございます。

乙の点はっきましては、昭和 35年lζ西師、 44年tζ南部、 41年lζ

西部のそれぞれ簡易水道が設置されたわけでございますけれども、乙の

設置に際しまして、非常に水資源の調査が行われたわけでございますけ

れども、結果的には地下水並びに表流水の乏しい乙とが明らかになった
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わけでございます。乙れは絶対的な欠乏という状況であるわけでござい

まして、この自然的な条件というのは今日も変わっておらない乙とは自

明のとおりでございます。

したがいまして、昭和 44年に増間ダムの完成、さらに 52年には作

名ダムの完成lとよりまして、水対策につきましてはそれなりの対応をし

てきたわけでございますけれども、乙れとても現在の市民の水事情lζ 十

分対応できたものとはいえないと思うわけでございます。

それにもかかわらず、こうした状況の申で、リゾート開発lとより 50 

o 0人、 1万人の人口増ができた場合に、乙れらの人民対すると乙ろの

水の供給というものはどのようにして考えていくのか、乙の点を明らか

にしてもらいたいと思うわけでございます。

すなわち、現在の市の水道事業は、計画給水人口は御案内のように 5

万 1200人でございます。 1日当たりの最大給水量は 2万 1340m"

でございます。乙れ以上の増加は非常に困難な状況にあるといろふろに

いわれております。具体的はこの状況を克服する手だて、手段というも

のはどのように考えられるか。

先ほどの田沢議員の質問に対しましては、県の水資源総合調査tl:依拠

して、そして解決を図りたいという抽象的な乙とでございますけれ E也、

リゾート法は御案内のように発足以来 10年を一応年度としているわけ

でございますから、乙の 10年内にこの県の総合計画告待っておったん

ではとても聞に合わない。聞に合わないという乙とになれば、リゾート

計画も過去に幾つかの例のように全く挫折してしまうという事態を招く

んじゃないか。非常lζ大変な状況にあると思うわけでございます。

特に、山中議員の質問lζ答えられた市長の答弁にありますように、市

長はリゾート開発l乙非常に熱を入れている乙とはっきましては、私も敬

意を表すると乙ろでございます。特にウェルネスファミリーリゾート構

想はすばらしいものだというふうに思っております。乙の構想lと基づい

た計画はよりまして、サンシャインリゾート、さらには南館山マリンパ

ーク計画等の膨大な計画が盛られたと乙ろの基本調査が 12月の 5自に

国土庁から承認されたという乙とでございますから、やがて乙れらの事

前審査等を経まして、近い将来には実現の運びになろうというふうに思
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うわけでございます。

乙の 2つの計画が、予定どおりに完成されるならば、サンシャイン計

画におきましては、その事業規模が公表されておりますように 660億

円、さらには南房総マリンパーク計画につきましては 680億円、合わ

せて 12 0 0 億円の総事業費を投下したと乙ろの開発でございますから

これは館山市始まって以来の最大の事業になる乙とは間違いないわけで

ございまして、乙の期待というものは非常に大きいわけでございますけ

れども、なにせ水資源がない。そして、今、市民に供給している水をカ

ットしなければ送れないという状況の申では、全くどうにもならないと

いう事態になっているんじゃないかと思うんですけれども、乙の点につ

いては国土庁の認可がおりた現在の段階においてはやはり明確にしてい

かないと、乙れ以上市民lと対して夢を与える乙と、現実との調和、乙う

いうものについてきちんとしていかなければいけないと思うんですけれ

ども、この点を明らかはしてもらいたい。

具体的にこうしたと乙ろの構想、ゴルフ場だとか体育施設だとか、マ

リン構想、ヨットハーパー、乙ういうような水を非常に多く使う施設で

あるわけですから、水がない申でもってどうなるのか。乙乙ら辺はやは

り明確にしていただきたいと思います。

次lζ 、第 2間lζ移ります。教育施設の充実と神余小学校の問題につい

てお尋ねを申したいと思います。

市内lとは 11の小学校と 4つの中学校がございます。乙の小、申学校

の校舎は老朽化が非常促進んだために、昭和 36年以来、神戸小学校を

皮切り lと20年聞にわたりまして鉄筋化が計画的に進められてきたわけ

でございます。現在では、神余小学校以外の全部の校舎の改築が完了し

たわけでございますけれども、乙の間の苦労は大変なものであったと思

います。

しかし、神余小学校は、昨年度において大がかりな修理がなされまし

て、雨漏りはなくなりましたが、 50年以上も経過した木造校舎である

ために、改築された他の学校と比べると現状においては多くの問題を残

すものと思われます。

8年前lと、神余申学校が三中lζ編入された際lζ 、教育委員会は神余小
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学校の関係者に対して、小学授は現状のままでいきたいという乙とを明

らかにしたそうでございまして、乙れに基づきまして、地元の人たちは

小学校用地の確保に奔走されておった乙とは御案内のとおりでございま

す。しかし、世代も変わりまして、乙うした状況というのは立ち消えに

伝って、今、静かに推移していますけれども、非常lζ静かなだけに私は

問題があろうと思うのでございます。

ぞ乙で、お伺いをいたします。神余小学校の改築はどのように現時点

でなっているのか。あと何年後tζ 改築告をする予定なのか、その見通しを

具体的l乙教えていただきたいと思うわけでございます。

次lζ 、 3番目の質問iζ移ります。交通渋滞の解消についてお尋ねを申

し上げます。

市役所通りと国道 128号線の交差する、通称南町交差点の渋滞は再

三議会でも取り上げられ、その都度解消できるような答弁がなされてき

ました。しかし、現実は渋滞がひどく、最近では市民の申からも投げや

りぎみの声が問えるようになり、市政tと対する無能、無策を口tとする人

まで出てきているような状況は堪え難いものがあると思うのでとぎいま

す。

私は、乙れ以上、今のまま放置しておくととはできないというふうに

思います。緊急対策を立て、解決をしなければならないと思いますけれ

ども、市長は乙の解消について緊急に改善するお考えがあるのか、特に

お伺いを申し上げたいわけでございます。

さらに、具体的にいつごろまでにどのような形でもって解消の方法を

考えているのか明らかにきしていただきたいと思います。

次tζ 、正木の交差点についてお伺いします。正木地区は三芳村の玄関

口になるわけでございます。昔は三芳村lと府中等があり、那古地区はそ

の商庖街として非常に繁栄をしてきたわけでございます。しかし、最近

では那古地区の商庖街も停滞傾向lとあり、何とか活性化をしなければな

らないという地元民の世論は非常に高いものがございます。幸いによ国

道バイパスの一部開通lとよりまして明るい見通しも出てきたわけでござ

いますけれども、そ乙で乙れと関連してお伺いをいたします。

三芳村から亀ヶ原、そして正木に至る県道和田丸山館山線は改良工事
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「

も!頓調lζ進み、最近では歩道もでき上がりました。しかし、那古地区比

入る手前から乙の工事もストップされたままの状態にありますけれども、

何ゆえ一気に那古の起点、すなわち 121号線に至るまで延長工事がで

きなかったのか、その理由をお聞かせいただきたいと思います。

そして、この際、市長を先頭に県民対して一日も早く乙の工事が完成

されるように、実現するよう働きかけを県民対してしていただきたいと

思いますが、乙の点についてはいかがにお考えになるでしょうか、お伺

いしたいと思います。

また、市役所通りから三芳村に右折する正木の三叉路lとなっていると

ころの交差点でございますけれども、非常に狭〈、大型車がスムース lζ

運転できません。乙の地域の道路は三芳、丸山、平久里から館山lζ入る

玄関口でもあり、それにふさわしい道路をつくる乙とが必要であろうと

思うのでございますが、乙の点については那古地区の活性化と正木、那

西地区の住民の願望であるという点を考慮いたしまして明確な御答弁を

お願い申し上げる次第でございます。

最後程、第 4問lと移ります。市制 50周年記念事業と天皇陛下の御病

気についてお伺いをいたします。

館山市が 50周年を迎える乙とができました乙とは、市民とともに乙

の上ない喜ばしいことでございます。乙の意義ある 50周年の記急事業

のアイデアを広報等lζ募集したことは非常に賢明であったというふうに

思います口そして、 50周年事業計画の策定会議が設置され、さらには

乙の市民会議と並行して 50周年記念事業の企画検討委員会がつくられ

まして、記念行事の骨格がまとめられた乙とは非常に喜ばしい乙とでご

ざいます。

しかし、アンケートによって出された市民の意見と企画委員会で検討

された事業は予算に制約をされ、十分なものとはいえない面もあるよう

に伺っております。 10月に、先ほども質問にございましたように、茅

野市を視察した際比、茅野市は人口 4万 80 0 0でございますが、 30 

周年記念行事として 15億円を投じて郷土博物館ぞ建設し、ちょうど視

察に行った翌日がそのオープンという、非常に偶然的な視察でその状況

を見てきたわけでございますけれども、館山市は乙のような太規模な予
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算をもった事業はできないにしても、企画委員会でまとめた行事を予算

が十分満たされないということであれば残念であるわけでございますけ

れども、乙れらの事業lζ対すると乙ろの 64年度の予算的な裏づけはど

のように考えておられるのかお伺いします。

次に、記念行事と天皇陛下の御病気でございますが、私は、昭和 28 

年 5月 6自に平砂浦の砂防林の植樹を目的tζ館山lζ来られた天皇陛下と

市民の関係というものは非常に深いものがあろうと思い、天皇陛下の病

気についてはー市民として一日も早く御平癒される乙とを願ってやみま

せん。

しかしながら、病気になられている天皇陛下に対しまして、全国的に

異常ともいえると乙ろの自粛ムードが漂い、市民生活にも大きな影響を

与えているわけでございます。館山市でも域まつりが申止され、商工会

離所の青年部の祝賀会が申止され、さらに名誉市民である小高裏郎先生

の出版記念会も申止となっておるわけでございます。

そ乙で、お伺いいたします。政府と宮内庁は、繰り返し天皇陛下の病

気と関係なく市民の楽しみについての行事は申止しないようにと発表し

ていますが、発表どおりにいっていないのが現実でございます。現在の

蟻子では、来年も乙うした状況が続くものと思いますが、市長は 50周

年記念行事にあたり天皇陛下の病気をどのようにお考えになるのか、計

画した記念事業を予定どおり実施されるお気持ちなのかどうか、乙の点

についてはっきりときしていただきたいと思います。具体的には 50周

年記念行事、さらには花火大会、乙とし中止になった城まつりについて

は、準備の都合もある乙とであり、乙の際明確な態度を示していただき

たい乙とを要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。

(市長半海良一君登壇)

0市長(半海良一君} お答えをいたします。

大きな第 1点は、リゾート開発と水源についてという乙とでございま

す。

まず、その小さな第 1点にお答えをいたします。現状の給水能力は 1

日 1万 8100らで、 1日最大給水量は 1万 63 9 8 ~:-でございますの

で、一般需要者の自然増を考慮いたしますと、新規大口需要者に対し制
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限せざるを得ない状況でございますが、現有施設の改良及び有効的活用

を行い、最大限の努力をしていると乙ろでございます。

次lζ 、第 2点でございますが、水資源がないためリゾート開発が難し

いのではないかという御質問でございますが、田沢議員 lとお答えいたし

ましたとおり、南部地区総合利水計画調査はよりまして対応してまいる

考えでございます。

大きな第 2点の質問は、教育長から御答弁申し上げます。

大きな第 3点、交通渋滞の解消についてでございます。

まず、第 1点、南町交差点の交通渋滞についてでございますが、御指

摘のとおり、最近 2庖の大型屈が開届いたしましたこと、また、朝、タ

の通勤時間帯における混雑等lとよりまして、交通渋滞が発生している状

況については十分承知をいたしております。

その解消策といたしまして、交差点改良をする計画で、現在、各地権

者の方々に対して用地交渉を進めていると乙ろであり、用地の取得につ

きましては最終段階に入っていると館山土木事務所より伺っております。

主党、交差点改良とは別lと、主要地方道館山白浜線のバイパスを計画

しているととろでございまして、その早期実現を県へ要望していると乙

ろでございますロその他、関連いたします諸施設はっきましでも、計画

的lζ実施をしているところでございます。

次lζ 、第 2点、 E木の受差点の交通渋滞の問題でございますが、本年

2月の交通量調査によりますと、全体の交通量から推して、交通lζ支障

を生ずるような渋滞ではなく、信号による一時的な滞留であると認識を

いたしております。また、亀ケ原方面から正木交差点を左折し、市道 1

154号線から館山バイパスへの出入りが困難ということでございます

が、暫定供用申でございますので、いましばらく御理解を賜りたいと思

います。

なお、県が行っております県道和田丸山館山線の改良工事一一一歩道工

事でございますが、乙れにつきましては交通安全、交通環境の向上につ

ながるものでございますので、地権者の御協力が得られるならば、引き

続き早期整備を要望してまいりたいと思います。

次lζ 、大きな第 4点、市制 50周年に関連しての御質問でございます。
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まず、予算の裏づけについてでございますが、来年度に迎えます市制

範行 50周年の事業はっきましては、企画検討委員会と市民会議の皆さ

まからの御提言は十分に尊重し、限られた予算の申でございますが、で

きるだけの配患をいたしたいと存じます。

次lζ 、天皇陛下の御病気との関係でございますが、まず、天皇陛下の

御病気が一日も早〈回復される乙とを願うものでございます。御病気は

御病気といたしまして、来年度は館山市ができて 50年という大きな節

目の年でございますし、それぞれの記念事業に参加される方々にとりま

しても記念となるものと考えます。乙のような意味から、 50周年の記

念事業は計画どおりに実施いたしたいと考えております。

また、観光まつり等、観光行事はっきましては、観光行事運営委員会

において、昭和 64年度行事の検討をしていただきましたが、現段階に

おきましては実施する方向で進めているというように聞いております。

以上、答弁を終わります。

(教育長福原 修君登壇)

0教育長(福原 修君) 神余小学校の校舎の整備でございますが、最

近では教室棟屋根のふきかえ、室内塗装、照明器具の増設等、環境整借

を実施いたしており、児童の学習に影響のないように努めております。

なお、校舎の建築の具体的計画についてでございますが、現在のと ζ

ろ立てておりません。

以上でございます。

02 1番(辻田 実君) それでは何点かにわたりまして再質問をさせ

ていただきます。細かく、わかりやすく質問をいたしたいと思いますけ

れども-一…。

今、新聞等を見ますると、三芳水道の水が非常lと不足しておるので、

何とか利用を節約してもらいたいという PRをする準備をしている、乙

ういう乙とを聞いておるわけでございますけれども、現状はどの程度給

水状況が逼迫しているのかお尋ねをしたいと思います。

0水道課長(鈴木信一君) お答えいたします。

まず、三芳水道企業団の増間ダムの現在の状況でございますが、貯水

量が 28万 6000ら、総貯水量が 52万~でございますので、現在、
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事

5 5. 0 %という乙とでございます。

なお、今後の計画といたしまして、現在、平久里川から日量 4000 

~の汲み上げを行っているというような現状でございます。

以上でございます。

021番(辻田 実君) 乙れまで数年、市への要望、さらには陳情等

ございまして、館野、九重地区の水道の未設置地域がいまだに設置され

てないという事情は何にあるのか、改めて確認させていただきたいと思

います。

0水道課長(鈴木信一君} お答えいたします。

館野、九重地区、未給水地区の問題でございますが、現在、水源の手

だては一一寸邑去に地下水の取水という乙とで進めてまいったわけでござ

いますが、地区住民の方々の同意が得られなく、現在、未給水になって

いるわけでと、ぎいます。

なお、今後、新しい水源、具体的に申し上げますと、まだ結論は出て

おりませんけれども、南部総合利水計画の申で水源を確保していきたい、

そのような考え方を持っております。

以上でごぎいます。

02 1番(辻田 実君) 今、乙の三芳水道が非常に危機になっている

わけですけれども、三芳水道については館山市内の上水道と昨年ドッキ

ングして、相互に協調し合うというとと tとなったそうでございますが、

館山の水を緊急児向とうにやって、何か PRをしなくてもよいように思

われるんですけれ E志、その点はいかがでしょうか。

。水道課長(鈴木信一君) お答えいたします。

館山市水道と三芳水道企業団との聞におきましては、緊急連絡管が布

殺しでございます。乙ういったものを緊急の場合は使うはいたしまして

も、やはり館山の市内から富浦あるいは三芳の奥までは送りきれないと

いうような状況で・ございます。

以上でございます。

021蕃(辻田 実君} 送りきれないという状況については、水がな

いからという乙となのか、安易に送るというと、今度は館山の方の水道

も危なくなるという乙となのか。乙の点についてお伺いします。
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0水道課長(鈴木信一君) お答えいたします。

乙の問題はっきましては、結局、管網上の問題があろうかと思います。

ぞれと、配水池の高さにも問題があろうかと思います。

以上でございます。

02 1番(辻田 実君) 乙の点については、いかに現有の水事情が大

変か、館山市の人口は 5万 70 0 0おるわけでございますけれども、計

画給水人口は 5万 1000というような乙とでもって、現状の水すら、

ちょっと雨が降らないという乙とになりますと、乙れは給水がかなり図

鑑になって、市民に協力を呼びかけなければならないという状況である

わけです。

私は、聞くと乙ろによりますと、過日、アクシオンというリゾートホ

テルができたわけでございますけれども、ここは水ができないため K一

時は中断するんじゃないかというような乙とで、関係者も私のと ζ ろに

再三陳情してもらいたいという乙とで来まして、非常花園ったものだと、

何とか計画どおり実施してもらいたいというととですけれども、制限給

水等でもってようやくオープンにとぎつけたという、非常に害場なされ

たようでございますけれども、今、あす乙に対する給水はどういう状祝

になっているのか。その後の状況についてお聞かせいただきたいと思い

ます。

0水道謀長(鈴木信一君) お答えいたします。

アクシオンの水の使用状況でございますが、 1日最大給水量一一一乙れ

は夏のピーク時でございますが 16 0 t;，、それと夏の 26日間の平均を

いたしますと 10 9 t;，、なお、 11月、 12月の月平均を見ますと 36 

ら、乙のような水の供給を行っております。

以上でとぎいます。

02 1番(辻田 実君} アクシオンはリゾートホテルとしては申程度

だというふうに思うんですけれども、それでもそれだけの水を使う。そ

うすると、今、計画されておりますと乙ろの館山のリゾート開発計画と

いうものになりますと、特にゴルフ場、マリンセンタ一、乙ういうよう

なものについては非常に水を使うという乙とでもって大変です。芝生も

しょっちゅう水やらなきゃいけないわけです。そういう申でもって、水
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がなければたたないし、例えば 500人収容のホテルができるというこ

とになれば、アクシオン以上の水を使うわけでございますから、乙の水

はどこから持ってくるんだという乙とが具体的に出てくるわけですから、

乙の水がなければどうにもならない。そして、リゾートというのは長期

滞在型、ウェルネス構想というものが基本になっているわけでございま

すから、健康づくりです。そういう申ではやはり水というものを使うの

が、リゾートイコール水といってもいいぐらいなものになるわけですけ

れども、乙れであったんでは、リゾートは進まないんじゃないかという

ふうに思うわけでございます。乙れ以上はこの点については詰めません

けれども…・・・。

そ乙で、ひとつ明らかにしてもらいたいのは、乙れは市長の方から答

弁もらいたいんですけれども、南部地区の総合的な利水計画というのが

今、県で進められているということでございますから、乙の状況につい

ては先ほどの田沢議員の質疑でわかりました。しかしながら、計画が終

わっても、じゃあそれによって水をつくるということになれば、かなり

な大事業を要する行ろう。どんな小さなダム一つつくったって 5年や 6

年かかる。利根川の水もってくるにしたって 10年やそ乙らかかるだろ

うという乙とがいわれるわけでございます。そうすると、この間リゾー

トを進めなきゃならない、すでに基礎調査の認可のおりている段階で、

来年、再来年にある程度進めなければ、みんな大手も逃げていっちゃい

ますよ。そういうことは水問題について思われるわけでございますけれ

ども、との利水計画というものは、はたして向乙う 5年以内に実現でき

るというようなものなのか。 10年ぐらいはかかるだろうというふうに

思われるわけでございますけれども、乙乙ら辺の見通しはどのように立

てておるのか。乙の水がすぐリゾート lζ 関係するのかしないのか。乙の

水がなければリゾートはできないというふうに思われるんです。市民の

水を固さなきゃリゾートなんかできませんから、市民生活はどうなるの

かという問題は足し算、引き算の問題として出てくるわけでございます

から、そ乙ら辺について一一一利水計画とリゾートの関係、どう考えてい

るのか御答弁願います。

0水道課長{鈴木信一君) お答えいたします。
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リゾートの水問題あるいは市民の給水の問題等、それから南部総合利

水計画の関係でございますが、現時点ではリゾートの水需要の水量は確

定はしてございませんけれども、館山市で予定されております 3企業、

乙れは早くみましでも 68年に発生する、約 200トン、ぞれから 69年

には 25 0 t:，が予定されるわけでございます。なお、 70年を予測いた

しますと、リゾートの水需要が 26 0 0 t:，、それから、それに関連する

企業等で 12 0 0九、プラスいたしますと 38 0 0 t:，が予定されるわけ

でございます。

乙れを総合的にいたしますと、 68年度lと1日最大給水量 1万 94 0 

0らと見込まれた場合に、公称施設能力は 1万 8100九というような

数字が出まして、 13 0 0 t:，の水不足が出るわけでございます。今後の

乙れらの対応といたしまして、 9月議会にお願いをいたしまして、現在

工事施行中でございます女堰の揖水の改良、ぞれから導水管の布設玉事、

今後の計画といたしまして、長堰の改良等によりまして、日量 2700 

~程度の増量を図りたい。なお、夏場対策の改良等行って、現有施設の

改良及び有効的な利用を図り、対応していきたい、乙のように考えてお

ります。

以上でございます。

02  1番(辻田 実君) 小手先の答弁でもって、水問題の解決になら

ないと思うんですけれども、リゾートができて、本格的なリゾートとい

う形で営業を開始された場合に、乙の 10年間、今の状況でも渇水期に

は水を節約してもらいたい、私のと乙ろなんか水源から遠いものですか

ら、夏になると水がちょろちよろしか出なくて、非常lζ因るというよう

な状況であるわけです。乙れが営業の面でそういう状態になりましたら、

お客は一遍で来ません。市民の場合には多少がまんしてもらって、ちょ

ろちよろしていても聞に合いますけれども、リゾートという乙とでもっ

て館山花来て、やれやれ乙乙でもってウエルネス lと浸ろうという申でも

って、水が出ません、 1日がまんしてください、風呂に入るのをがまん

してくださいなんてやりましたら、一遍でだめですよ。相当の余裕がな

ければそういうものは出てきませんよ。乙乙ら辺については、乙れ以上

私は質問しでも平行縁をたどると思いますので、この点については真剣
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tζ考えてもらいたい。

もうリゾートも正念場tζ 来たわけでございますから、乙の水問題との

対決の申でもってどうするかという乙とを明らかにしますと、市民lζ対

してやはり夢を売っただけでもって、あと政治lζ対する不信というもの

が非常に出てくるのではないかと思いますので、その点については、そ

ういう乙とでお願いしたい。

南部利水計画といったって、乙れは全く雲をつかむような話で、ある、

あるというだけでもって、 5年も 10年も先の話を乙のような申でもっ

てリゾートなんてとても進まないんじゃないかというふうに思うわけで

ございますけれども、乙の点を明らかにしてもらって、市の当局も認識

してもらいたい。私は十分認識していますから、どうしてい乙うかとい

う乙とについては協力を惜しまないわけでとぎいますので、お互いに議

会も執行部も協力して乙の問題に対処していきたいという乙とを付け加

えておきたいと思います。

2問自でございますけれども、神余小の問題でございますけれども、

率草花いいまして、存続していくというととでございますけれども、現

在、改築の計画はないという乙とでございますが、ないという乙とでは

清まされないんじゃないかというふうに思います。極端に格差がひどい

です、他の学授左の問題。それから、地震に対して、あの 50年以上経

った木造校舎、非常に危険だと思いますJ他のものは鉄筋になりまして、

震度 6、 7ぐらいはだいじようぷだというととになっておりますけれど

も、木造で也震災後の建物でございますから、ある程度耐震設備はなっ

ておりますけれども、もう根っとから腐っております。 50何年ですよ。

外形はきれいにしましたけれども、内容的には非常に大変という申でも

って放置する乙とは、教育の機会均等という面からも問題があろうと思

うんですけれども、乙の点については存続していくという乙とだったら、

早急に鉄筋化してやっていかなければならない。

教育はそのときそのときによって行われるものでもって、そのときに

行わなければ、 3年先なり 4年先lとやり直しがきくというものではない

わけでございますから、常にベターな施設を、そのときの小学校 3年生、

4年生lと対してはそれなりの教育を全力で施きなければならないという
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問題があるわけでございますから、その点についてはどのように考える

のか。当然、見通しがないという乙とでもって済まされるというふうに

判断しているのかどうなのか。乙の点についてしつこいようですけれど

も、お尋ね申し上げたいと思います。

。教育長(福原 修君) お答えいたします。

現在、神余小学校の一番大きな問題は、生徒数の絶対的な減少にある

わけでございます。乙としは 1年生が 3、 2年生が 5、 3年生が 4、 4

年生が 9、 5年生が 7、 6年生が 4、計 32名。来年度も現在の推量で

いきますと 34名、将来、ほとんど 4 0名前後、こういうような見通し

でございまして、私たちにとりまして、生徒数の絶対的な減少という乙

とはっきましては非常に頭を悩ましているわけでございます。

乙のような生徒数の減少からくる大きな問題といたしましては、当然、

学授は複式学級というシステムで授業を行っているわけでごぎいます。

複式学級というのは 1年生と 2年生をー績に授業をやる、 3年生と 4年

生を一緒lζ授業をやる。乙れは基準が決まっておりま Lて、 1年生を含

む場合は 12名、 2年生以上であれば 20名、そのようになっておるも

のですから、現在では S学級でやらなきゃいけないわけでございますが、

特に県民お願いをいたしまして、 4学級忙していただいて、 1名教員の

増を図っている、そして、学習の力を落とさないように努力いたしてお

ります。

しかしながら、乙のように努力はいたしておりますけれども、教師の

努力、ぞれから生徒の努力、地域の方々の努力、乙ういうものにも限界

はございます。そういう状態でございますので、乙のような危機的減少

を解決するには、御指摘のように少しでもベターな教育を与えてやらな

きゃいけないとい.う乙とで、現在、私たちが考えております乙とは、他

校との統合という問題が出てきているわけでございますが、乙の統合に

つきましては、やはり小学校のその地域における役割、ただ単lと学習の

場としてではなくて、その地域の文化センタ一、あるいはいろいろなス

ポーツセンタ一等を意味しておりますので、そう軽々しくは事は運ばな

いわけでございまして、その統合を図るためには地域の方々の全面的な

了承を得なければいけない、乙のように私は考えております。
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そういうような、大きな見通しの申で現在神余小学校の教育を考えて

おりますので、神余小学校の他校との比較における劣等性といいますか、

乙の問題を解決するためには統合以外はないじゃないかというのが、現

在の私の考えでございます。そういう努力をいたしておりますので、御

了承いただきたい、乙のように思います。

以上でございます。

02  1番(辻田 実君) 今、教育長の見解の申でもって、統合という

問題も考えなければならないだろうということが正式に答弁されたわけ

でございますけれども、この問題については決着がついているんじゃな

いですか。 8年前lζ 、当時の教育委員会は、神余中学校の統合はするけ

れども、小学校については統合をする意向はない、したがって、これは

設置するというようなことでもって期成会ができて、土地の物色等にも

駆け回っておったわけですけれども、先ほど申したようにその後立ち消

えになっている。

そういう申でもって、最近lとわかに神余地区については、市は統合と

いう乙とを腹の中肥思っているので、校舎がぼろくたになれば音を上げ

るだろうから、やがて統合になびいてくるだろう、制裁的な措置をとっ

ているんじゃないかという不信の声があるわけです。

教育児対して不信の声があるという乙とは、大変なものでございます。

中には、今、幼稚園の生徒で来年入るのが 5名いるそうです。神戸とか

他の館山市内の学校犯行っておるので、乙の人たちがまた神余lζ帰って

くるというような、小学校lと入るときは地元にいくというような不自然

な‘状態もあるという申で、いろいろ考えなきゃならないという乙とだけ

れども、市の方は何の相談も音沙汰もないというのが現況のようでござ

います。

私も、 2、 3日、あの地域の随分広範な人たち、若い人、申年の人、

年寄りの人から聞きましたけれども、それぞれの意向は持っております

けれども、今、あそこでもって一番大事な乙とは、神余小学校の問題に

ついて神余の区民との対話が欠けておるというふうに思われるわけでご

ざいますけれども、乙の点についてはいかょうか。

そして、私は、統合の方向があるという乙とだったら、明確に検討し
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て伝えないと大変な誤解を招く。教育委員会の見解はそういうものはな

いというふうに判断しているし、また、地元ではそのように把握してい

るという乙とでございますから、教育長の見解がそうであるとすれば、

敏育委員会の見解が非常にゆれていると判断をしなきゃならないんです

けれども、そ乙の統一見解を明らかにしていただきたい。

0教育長(福原 修君) お答えいたします。

統合問題につきましては、私が就任当時、議会でも答弁したとおりで

ございます。なぜ、変わったかという乙とはっきましては、要するに生

徒数の絶対的な減少でございます。生徒数が非常に少なくなりまして、

現在、生徒数の減少からくる悪影響というんでしょうか、そういうよう

な影響が神余小学校の児童、生徒lとも出てきているわけでございます。

それは、どのような乙とかと申しますと、例えば、人間関係が極めて

固定化しまして、 1年生で序列が全部決まって、ぞのまま 6年までいっ

てしまう。あるいは、多数を必要とするスポーツが十分にできない。教

噂員の数が少のうございますから、したがいまして出張等がありますと、

それを補充するのに非常に先生方も苦労する。子供たちには個性が伸び

ないし、競争心がなくなってしまって、将来、大規模の申学に入った場

合、非常に最初なじむのは困る。乙ういうような神余小学校独特の一つ

の雰囲気が出てまいりまして、何とかして乙れを是正しなきゃならない

という乙とで、数回、地域の区長さん等にも教育委員会の方針だけはお

伝えしまして、いろいろと話し合いももちまして、何とか市の教育委員

会の方針に賛成していただけませんかというような話は地域の方にお願

いしてあるわけでございます。しかしながら、了承が得られないという

のが現実でございます。

私の個人的な考えでございますけれども、あくまでも乙の問題はっき

ましては、地域の方々の了承を得られなければスムースにいかない、乙

う考えておりますので、ねばり強く今後とも地域の方々とお話し合いを

続けたい、乙う思っているわけでございます。

以上でございます。

02  1番{辻田 実君) 乙の問題については、ひとつ認識を新たにし

てもらいたいと思います。
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大体、政治の申において、税制を改革する内簡というのは 3つぐらい

首が飛ばないとなかなか改革ができないというような乙とが国際的にも

いわれておりますし、また、小学校、申学校の統廃合は教育長や当局者

の 2人や 3人ぐらいが犠牲にならないとなかなか実現しないというよう

な乙とでもって、いろいろな苦労がある乙とはわかっておりますけれど

も、そのぐらいのやはり腹を据えてかからないと、神余小学校が少ない

からといって甘くみると大変なものでもって、それほど大変なものだと

いう乙とは私どもよく承知しておりますので、教育委員会もひとつ腹を

据えて、統合の方向が出るんだったら、本当lζ教育委員みんなとにかく

首を洗って臨まないと、とてもじゃないけど話が進むものじゃないとい

うととを指摘して、私は今後そういうような形でやっていただきたい。

中途半端だけは教育の申については許せません。神余の問題はよけて

通れる問題じゃありませんから、その問題については論議してますと長

くなりますから、弘也協力いたします。どうなるかわかりませんけれど

も、万向が決まった申で納得するようになれば、全面的に協力する所存

でございますので、そういう観点に立って対処してもらいたい。 乙のよ

号lζ思います。

それから、最後になりますけれど也、乙の交通の問題でございます。

正木の道略でございますけれども、交通調査等によって渋滞がないとい

うととでございますが、 1つは、今、あす乙の亀ヶ原から館山市の市役

所通りに通ずると乙ろの農道バイパスというのができた、 このためにあ

る程度緩和されたということを言われておるわけでございますけれども、

その点についてはどうなのか。結果について。

O経済部長{安西良一君} 全くそのとおりでございまして、あの道路

ができましてから、非常に交通緩和ができたというように理解しており

ます。

021番(辻田 実君} あれは農免道路じゃなくて、つい最近までは

普通の車は通っていけませんという看板が立っておったんですけれども、

最近はその看板もはずされたそうでございますけれども、あれは農免道

路です。歴史的に見ましでも、那古地域の状況から見ましでも、県道と

して和田・丸山・三芳・館山線というものがきちんとできていかなけれ
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、

、

ぽ那古地域の発展もありません。三芳なんかの場合はあそ乙しかないん

ですから出口は。やはりそ乙は交通量の多い、少ないにかかわらずきち

んとした道路をつくる乙とが地元の館山の義務であろうし、またその乙

とをやらなければ館山市の発展、那古地域の発展もないわけでございま

して、交通事情がバイパスなり、そういうものができたから、少なくな

ったんだから、あれでいいんだというわけにはいかないと思うんですけ

れども、乙の点についてはどのように考えておるのか。

0経済部長(安西良一君) 県道和田・丸山・館山線、それから館山の

方にまいりまして、千葉県の南総農業青年研修所から左折いたします道

路は、もともとは農道ではございましたけれども、市道として認定しで

ございます。路線番号は 2134、 2132という 2本の路線になって

おります。

交通渋滞についてどうかということでございますが、いま申し上げま

したように、乙の研修所の前を通っておりますのは県道でございます白

したがいまして、現時点では非常にスムーヌになってきているといろの

は、私どもも認識しておるわけでございますが、まだ込むとい号、ある

いは線型が悪いというような場合でございましたら、先ほど市長の方か

ら答弁がございましたように、地域の皆さまがその辺の御理解をいただ

ければ、市といたしましでも申し入れをしていきたいというふうに思い

ます。

02 1番(辻田 実君) あの道路が那古の入り口でとまっているわけ

でございますから、非常に不自然です。早急に那古の市街まで、 127

号線までやらなければいけないと思うんです。やりかけて中途半端とい

うそしりを免れないです。県という乙とじゃなくて、先ほども市長も地

元の要望があればということですけれども、地元の要望はあると思いま

す。私も相当の人に聞いています。したがいまして、ぜひ地元の人と一

緒になって県に対して実現方を要望していただきたいと思いますけれど

も、やっていただけますでしょうか。

。経済部長{安西良一君) 地元からの要望があればやります。

02 1番(辻田 実君) 消極的な答弁で残念でございますけれども、

地元の人とよく話し合って、やるものは最後まできちんと成し遂げると
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いう乙とをしていただきたいというふうに思います。

もう 1点、時間がありませんけれども、南町の交差点については、改

良工事とバイパス線の進捗によって緩和できるという乙とでございます

けれども、どのぐらいの時期で緩和できるのか、いままで何回か道を広

げたとか、一方交通をつくったとか、それによってもう大丈夫ですとい

うような乙とを言ってきながら、依然としてできていない。できてない

という申の不信というのは大変なものであるわけですから、乙れについ

ては乙れで大丈夫なのかどうなのか、その点について確固たる回答をい

ただきたいと思います。

。経済部長(安西良一君) 南町の交差点の関係でございますけれども、

これにつきましては、先ほど市長の方から答弁ございましたように、い

ま用地交渉の最終段階に入っておるというように聞いております。それ

で、整備は 64年度できればやりたい、来年度やりたい、乙ういうふう

に伺っております。

。議長{飯田義男君) 辻田 実君の質問を終わります。

次、 15番議員横溝 功君。御登壇願います。

( 1 5番議員横溝 功君登壇)

o 1 5番(横溝 功君) 4点についてお伺いいたします。

まず、第 1点でございますが、昭和 64年度の予算編成方針について

でとぎいますが、年末から年始にかけまじて、 64年度の予算編成が本

格化するでしょう。

地方財政は、一般的lとは税収の好調に支えられ、 62年度から 63年

度へと積極的な展開を示しており、当市もその傾向 lとあると存じます。

6 4年度におきましては、消費税の動向、国庫補助率復元問題の行方な

ど予算編成では地方財政が大きく影響を受ける問題が控えており、予算

編成には御苦労が多いと存じます。そして慎重の上にも慎重に編成して

おられると存じます。

そ乙でまず、 64年度の重点施策はどういうものなのか、さらにはま

た、どの程度の予算規模なのかをお伺いいたします。なおまた、議会か

らの要望lζ対しどう対処なさるお考えなのかをお聞かせ願います。

第 2点、水道問題についてでございますが、市民の日常生活において
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水は最も大切なものでありましょう。水道を取り巻く環境は厳し〈、水

源の確保は一段とむずかしくなりつつあると申せましょう。そ乙で、現

在の施設の概要と将来の展望をお伺いいたします。さらにまた、展望の

一つでありましょうが、市長が県営水道の導入を図っておりますので、

特lζ 詳細にその見通しをお聞かせください。

第 3点、道路問題についてでございますが、まずバイパス問題ですが、

遅々として進まない惑があります。市は 64年度までに完成できると申

しておりますが、念のためいま一度完成時をお伺いいたします。

次lζ 、私は道路網の整備は交通混雑を解消し、市民生活の上からも不

可欠のものとして何度となくお伺いしたと乙ろですが、今固また改めて

次の点についてお伺いいたします。

萱野の方からの道路と館高前県道を直線化する乙とが叫ばれて久しい

のですが、乙れがどうなっておるのか、その見通しをお伺いいたします。

次lと、高井地区から上野原地先の国道までの農道ですが、とれはまあ

整備されたといえるでしょうが、乙の道路帽で安布里の万へと延長し、

でき得れば安布里山にトンネルを設け、南条lと通じさせるお考えがある

かどうかをお聞かせください。

次lζ 、都市計画道路として決定されてはおるが、もう実情lζ合わない

ものが何線かありますが、乙れをいつまで放置しておく ζ とはゆゆしき

乙とです。そ乙で乙れが決定の取り消しができないものかどうかをお伺

いいたします。

なお、交通戦争といわれる今日、道路行政は非常に大事です。一層の

御尽力をお願いいたします。

4点、リゾート問題についてでございますが、第四次全総の申で、必

然的に取り上げられてきた通称リゾート法は、全総そして新全総、第三

次全総lと成果があまりなかった乙とと、サーピス産業を発展させる乙と

が内需拡大のため重要だと指摘し、申曽根首相が乙れを携えて訪米し、

実行を国際公約するに至った乙とを踏まえるとき、今度乙そ失敗は許せ

ないとしておると乙ろです。

千葉県においては、去る 6月国土庁lと提出した房総リゾート地域整備

構想の基礎調査について同庁の了承があり、今月 10日、県、関係市町
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村、民間企業をメンバーとする房総リゾート地域整備推進連絡協議会を

発足させ、事業化lζ向けた体制固めに乗り出し、同時に基礎構想を策定

し、国土庁に提出、本年度末には了承を得たいとの乙とです。

そこで、お伺いするわけですが、当市においても民間事業による主要

な事業計画もできているのではないかと存じますので、その概要につい

てお伺いいたします。

以上、 4点をお伺いいたします。

{市長半淳良一君登壇)

0市長{半海良一君} 横溝議員の御質問にお答えいたします。

大きな第 1点、昭和 64年度の予算編成方針についてでございますが、

予算編成の基本的考え方といたしましては、最近の固における多極分散

型国土の形成という新たな地域づくり対策に呼応しながら、館山の特性

を生かした地域経済の援興対策、都市基盤整備を重点施策といたしまし

て、福祉の向上、教育文化の振興等活力ある文化福祉都市の実現に向け

てパランスのとれた地域づくり、町づくりを推進してまいりたいと考え

ております。

とのため、事業の実施lと際しましては、限られた財源の申ではござい

ますが、優先順位の厳しい選択を行いながら、同時に市議会議員の皆き

ま方の御提案、御要望につきましでも、従来と同様極力配慮しながら、

予算編成を進めてまいりたいと考えております。

主な施策といたしましては、計画的lζ進めております海洋性リゾート

タウレの形成を中心とした地域振興対策の積極的な推進を図るとともに、

館山駅周辺市街地整備、八幡・高井線街路事業など道路交通網の整備、

河川等の浄化対策、上下水道整備、都市公園整備等を実施てまいりたい

と考えております。

次iζ 、財源見通しを踏まえた予算規模についての御質問でございます

が、現在、事事レベルにおきまして、各課からの概算要求に基づき編成

作業を進めていると乙ろでございまして、また園、県においても同様の

段階であち、不明確な部分が多く、規模を示す乙とは、はなはだ困難で

ございますが、歳入を見てみますと、市税収入が乙乙数年着実な伸びを

示しているものの、現在国会で審議されております税制改革が実施され
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ますと、 63年度の市税収入を大幅に上回る乙とはむずかしいものと考

えております。したがいまして、今後事業実施に要する特定財源などの

獲得に全力をあげまして、市制施行 50周年という節目の年にあたる 6

4年度予算につきましては、可能な限り積極的な財政投資に心がけてま

いりたいと考えております。

次lと、水道問題でございますが、市水道の状況は、作名ダムの貯水量

が 58万 10 0 0トン、貯水量 92. 3 %であり、現在給水人口は 3万 7

913人でございます。また、三芳水道企業団の状況は、増間ダムの貯

水量が 28万 60 0 0 t;..、貯水量 55 %でございまして、現在給水人口

1万 98 9 5人でございます。

リゾートの水源対応につきましては、田沢議員にお答えしたとおりで

ございますので、御了承いただきたいと思います。

次l乙、道路問題についてでございます。まず第 1点は、館山バイパス

と館山白浜線バイパスの進捗状況という御質問でございますが、館山，'{

イパスは、御承知のとおり正木地先から富浦地区の県道犬掛館山線まで

約 2. 8思が部分供用されており、引き続き事業が進められていると己

ろでございます。現在の進捗状況は、事業費で申し上げますと 77. 1 

5%、用地の取得面積では館山市 96. 5 %、寓浦町 99%弱となって

おります。 64年度中には全線供用開始ができるよう促進を図っている

と乙ろでございます。

また、館山バイパスと県道、市道等との交差部の安全対策につきまし

ては、信号の設置等を含め建設省、県公安委員会に要望していると乙ろ

でございます。

次lζ 、館山白浜線バイパスでございますが、県において 62年度から

6 3年度にかけて予定地域の地形測量が完了しており、現在幅員決定の

ための将来予測交通量の調査を行っていると聞いております。引き続き

早期実現lζ向けて県との協議を積極的に進めてまいりたいと思っており

ます。

次lと、館山高校前を直進し、上野原より館野地区董野方面に至る道路

改良の進捗状況という乙とでございますが、市道 1199号線でござい

ますが、道路計画lζ対しまして地権者の方々の御理解が得られましたの
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で、乙の道路改良を実施するために必要となります設計等を現在進めて

いるところでございます。

小さな第 3点、豊房地区南条への道路新設でございますが、高井地区

から国道 128号の笹元すし庖lζ至る市道 1194号線をさらに延伸し

て、豊房地区の南条へと道路を新設したらどうかという御趣旨でござい

ますが、館山バイパスの延伸を館山白浜線のバイパスとして計画してお

りますので、現時点lとおきましては、必要な道路としては考えておりま

せん。

次lと小きな第 4点、都市計画道路の変更はついてでございますが、以

前から議会でもお答えしておりますように、現在の都市計画道路は土地

利用及び道路交通ネットワーク等を勘案し、都市活動が一体として有機

的lζ機能するよう都市計画決定されているものでございます。

都市計画事業は、長期的な展望lと立って実現を図っていく事業でござ

います。したがいまして、計画を変更するにあたっては、変更内容の妥

当性について相当なる根拠が必要となるわけでございますので、現時点

では変更する必要はないと考えております。

次肥大きな第 4点、リゾート問題についてでございます。リゾート法

lとかかわる民間事業者による主要リゾートの内容は何かという御趣旨で

ございますが、リゾート法lζ基づく民間事業計画としては 3つの主要プ

ロジェクトカ宮ございます。

1つは、海と緑と多彩な眺望を演出するマリンパークリゾートを目指

す南館山マワ Lノパーク計画でございます。 2っ日は、長寿社会に対応し

たリゾートを目指す館山レインボータウン計画でございます。 3っ目は

海と山を連関した総合スポーッリゾートを目指す太陽海岸平砂浦計画で

ございます。細部につきましては、山中議員lとお答えしたとおりでござ

いますので、御了承いただきたいと思います。

以上、答弁を終わります。

o 1 5番(横溝 功君) さきに田沢議員あるいは山中議員、辻回議員

の御質問がありましたので、ほとんど再質問はないわけでございますが

しかし何点か考えられるものがございますので、聞いておきたいと思い

ます。
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まず、第 1点の予算編成でございますが、政府の税制改革 6法案一一

本年度申lと通過すると思います。それを踏まえて質問するわけですが、

それが通過した場合の電気ガス税だとか、木材取り引き税だとか、娯楽

施設税とか、たば乙消費税あるいは交付税に相当しわ寄せがくると思い

ます。通ったというととで御回答をお願いいたします。

0総務部長{渡辺秀夫君) いま横溝議員の一一おそらく通るという乙

とであれすれば、どちらかといいますと減税先行型でございますから、

消費税が通って全体的には 2兆 4000憶、そのうち減税するものにつ

いて国が大体 1兆 6300億円、地方が 79 0 0億円、乙れは負担して

くださいということでございますから、館山市はどの程度になるか、そ

乙まで定かではございません。 9月の議会でもお話しでございます、金

額はちょっと言えませんが、総体的地方の減収が 19 0 0億ぐらいある

という乙とを理解しております。

o 1 5番(横溝 功君) ま乙とに明快なる答弁でございまして、その

とおりだと思います。

もう 1つお伺いしますけれども、使用斜也消費税の対象になると思う

んですが、市が交付する証明手数制とかぞろいったものは一一ーとれば消

費税通ったという前提でございますけれども、どうなりましょうか、そ

の点お伺いします。

0総務部長(渡辺秀夫君} 戸籍ゃなんかの証明書等については取らな

いという乙とになっておると思います。ただ、清掃ゃなんかについて多

分にかかるかもしれませんが、実際問題としてなかなか取りにくい問題

かと思います。

o 1 5番(横溝 功君} 第 1点の質問は、その程度で終わります。

第 2点の水道問題でございますが、北部の乙とを乙乙で言ったってし

ょうがありませんけれども、千葉県人口 530万、北部は 24 5万も確

かに県の水道がいっているわけです。南部lとはきてない、不公平乙の上

ない県政だと思いますが、乙れも南部の市町村長さんの全体的努力がど

うだっんだという乙とも言えるんじゃないかと思います。したがいまし

て、乙れからも遅〈はございません。ひとつ南部の市町村さん連携して

本当によ乙すのかどうなのか、きっき辻田議員が言ったように、おそら
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く 70年度からの給水は無理だと思うんです。だけれども、 70年と言

っているなら 70年に給水できるようにやって也らいたい。議会で答弁

しているんですから、乙れが 71年、 72年になったら因るわけです。

そういう乙とでどうなんですか、連携して県民掛け合ってもらいたいと

いう希望があるんですが、いかがですか。お伺いします。

0水道課長(鈴木信一君} 県南の水道につきましては、繰り返し申し

上げるようでございますが、年度内tζ南部総合利水計画の調査の方向性

が見出されるという乙とで、昭和 70年を通水目標に広域的な水源確保

が基本としていま作成が進められているという乙とでございます。

なお、乙れらの問題につきまして安房、夷隅の 17市町村、それと 1

4水道事業体すべてが一丸となって、乙の問題に要望してまいりたい。

乙のように考えております。

01  5番(横溝 功君) 明快なる答弁で、それでいいわけですけれど

も、福沢ダムや神余ダムがとまっておるわけなんです。いま言ってもし

ょうがないけれども、本当は水が少ないわけですから、乙の両ダムの施

行を申止したととは、理解できないです政治家として。特区、両地区と

志周辺がゴルヲ場に買われるゃに聞いておるんですけれど也、いかがで

すか、ぞろいろ声聞きませんか。もしも、本当に周りがゴルフ場になっ

たち福沢ダム、神余ダムはできなくなるじゃありませんか。そういう点

を踏まえたときに、非常に憂慮にたえない志のがあるんですけれども、

その状況についてお伺いいたします。わかりますか。

0水道課長(鈴木信一君) お答えいたします。

神余ダムあるいは三芳ダムの申断という乙とでございますが、乙の問

題につきましては県の指導もございます。将来にわたっての健全な水道

経営を行うためにはダム建設を行い、なおかっ広域的な水源が開発され

たといたしました場合位、膨大な費用負担という乙とになります。そう

いったものを第 1の理由として、県は利水計画の対応令待って乙の問題

を解決した方がいいという県の指導もございまして、現在申断している

わけでございます。

なお、リゾートの関係でゴルフ場でございますが、三芳あるいは館山

の水源近くには、集水面積の周辺にはそういった問題はないと理解して
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おります。

o 1 5番(横溝 功君) わかりました。いずれにしても、私の調査で

は、県もなかなか南部まで出すダム、ど乙 lζ掘るか苦撮しているようで

す。工業用水もいっぽいいっぱいだし、そういう新聞もこ乙 lζ私持って

おるわけなんですけれども、そういう乙とを踏まえて、なんでも努力で

すから、ひとつお願いしたいと思います。

次l乙、 3点目の道路問題ですが、館高から萱野の方への道路、非常lζ

嬉しい限りでございまして、敬意を表する次第でございます。

ただ、安布里山トンネル揺るという道路ですが、現時点では考えてお

らないということでございまして、将来は考えるだろうという乙とがわ

かるわけなんですが、私乙れ 7、 8年前lと聞いているんです。いまの市

長の時代に聞いているんです。南条まで通して大戸lと抜けと、安布里山

というのはひょうたんになっていまして、トンネルといっても 15 0 m 

ぐらい掘れば、安布里から南条に通じちゃうんです。 7、 8年前から聞

いているけれども、現時点においては一応ない一一一県のバイパスば真書

の方に逃げちゃうわけです。方向が違うわけです。ですから、私ば道路

は何本あってもいいと思います。そういうととから、現時点でほ考えて

おらないという乙とでございますが、どうか道路計画を本当に立ててみ

てください。南町の渋滞というものはかなりのものです。安布里の方か

ら来て左lと曲がる道路も相当通っています。私は新宿ですけれども、朝

市役所の方lζ来るんですが、飯塚さんから私のと乙ろまで 30 0 m ぐら

いあると思いますけれども、 50 0 mぐらいつながっている。私の家か

らなかなか出られない。私個人の便宜を言ってるわけじゃないんです。

ひとつお考え願いたいと思います。

次lと、道路の危険な箇所が非常に一一一多いというわけじゃございませ

んが、例えば宮城貯水池一一トンネルの方に宮城の方から入っていって、

自動車がクロスできない。落ちた場合どうにもならない。ですから、ガ

ードレールをやるとかそういうふうにして、交通事故を起乙さないよう

にやるのが市政だと思います。コミュニティセンターの安布里の通りだ

ってそうです。あの川lζ落ちたらどうなんですか、落ちる下手な人もい

ないかもわかりませんが、本当です。そういう乙とで努力をお願いした
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いと思います。

次lζ 、リゾート問題ですけれども、 3地区lと分けてやっている。海浜

公園というのがあるんですか、ないんですか、ちょっとお伺いします o

O経済部長(安西良一君) ちょっと、御質問の趣旨がわかりませんで

すが、すみません。

o 1 5番(横溝 功君) マリーナつくるとか、あるいはマンションつ

くるとかありますけれども、海浜公園という言葉がないようですが、そ

ういう施策はど乙からも出て乙なかったという乙とですか。

。経済部長(安西良一君} 企業側からの計画lとはございません。しか

しながら、インフラ整備の申で将来必要であるというようなことが出れ

ば、また検討していきたいというふうに考えております。

o 1 5番(横溝 功君) 今度の計画で、乙れがもう最後ですか、どう

なんですか、その点お伺いします。

。経済部長(安西良一君) いま検討されております 3つの企業がある

わけでとぎいますが、乙れからも追々プランが出てくるんじゃないかと

いうことも予想されます。

01  5番(横溝 功君) わかりました。

ところで、銚子の例をとっては失礼ですけれども、銚子の名洗港とい

ろんですか、あれが今度地方港から重要港lζ昇格する一-*聞に出てい

るわけなんですけれども、乙の昇格につれては昨年 6月からもう運動し

ている。今年に入っては 8月に国土庁あるいは運輸省、さら lζ11月大

蔵大臣に重要港の予算を付けてくれと陳情している。それで 1000隻

のマリーナをつくる、全市あげてやっている。私考えてみると、銚子は

比較して恐縮ですけれども一一一市長さん以下努力している気持ちはわか

りますけれども、比較した場合、努力が足りないんじゃなかろうかと思

います。いかがですか。

O経済部長(安西良一君) 館山はとりましでも、海の活用というのは

大変大事な乙とでございます。したがいまして、ある程度計画が煮詰ま

ってまいりましたら、いろいろ関係者あるいは関係団体と協議して、で

きるものは進めていきたいというふうに考えております。

o 1 5番(横溝 功君) そうです。マワーナにしても、海浜公園にし
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ても漁業権がありますから、それをクリアしなければできない乙とです

から、あなた方の頭の申だけではだめなんです。ですから、それを御指

描したいと思います。

時間がありますが、終わります。

0議長(飯田義男君) 以上で 15番議員横溝功君の質問を終わります。

暫時休憩いたします。

午後 2時 33分休憩

午後 3時 o1分再開

0議長(飯田義男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

次、 2番議員永井寵平君、御登壇願います。

( 2番議員永井麗平君登壇)

02番{永井穏平君) 私は、すでに通告してございます高齢者生きが

い対策シルパ人材センターの設立についての質問 2点と、観光事業振興

施策についての質問 5点について質問いたします。

まず、高齢者生きがい対策シルバ一人材セ νターの設立についてであ

りますが、終戦の年、イギリスのチャーチル首相が「乙れから戦後の問

題は高齢化である、高齢者が幸福で生き生きしている国が最も進んだ文

明国である J旨の発言をしております。まととに時代を先取りし、鋭く

見抜いた至言であると思います。

我が国の高齢化も医療技術の進歩と食生活、社会環境の改善等lζ ょう

て急速に進んでいる乙とは、昨年の厚生白書で発表があったように 21 

世紀には未曾有の超高齢化時代を予測し、昭和 96年比は 65歳以上の

高齢人口は全人口の 23. 6 %になりピークを迎えるといわれております。

乙うした高齢化社会に備え、高齢者自身が健康と生きがいを求め、ま

だまだ働きたいという意欲と、再び社会の一員として活躍したいという

希望は、ますます強くなると思われます。

私は、昨年の 12月定例会におきまして、高齢者の福祉対策について

4点の質問をいたしました。その 4点の申で、高齢者の生きがい対策事

業について当局の見解をただしました。今定例会におきましては、 11 

月に文教民生委員会の視察で九州の福岡県春日市と大分県日田市の視察

にまいり、高齢者対策事業でありますシルバ一人材センターについて勉
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強してまいりました。 2市の乙の事業の成功例を御報告かたがた御質問

をいたします。

まず、春日市でありますが、地勢は住宅地としての地理的自然環境に

恵まれた福岡都市ゾーンの住宅都市であり、人口が 8万 64 1人、面積

は 14.26ki、県内ー最少の行政区域面積であり、産業別就業人口は

第 1次産業 O. 7 %、第 2次産業 22. 2 %、第 3次産業 76. 9 %で

あります。

シルバ一人材センターの概要を紹介いたしますと、シルバ一人材セン

タ一発足が昭和 60年、目的として、急速な高齢化社会lζ対応し、高齢

者の就業による生きがい対策として、シルバ一人材センターを設立した。

昭和 58年比高齢者事業団として発足以来、会員の募集や事業の開始lと

専念しつつ漸次実績を伸ばし、昭和 60年 6月lζ社団法人春日市シルバ

一人材センターへと移行しました。参加会員は当初 120人からスター

トし、現在は 24 1人となり、設立当時の事業契約金額は 1098万円

に対し、昭和 62年度には 70 4 3万 95 4 1円と 64 1 %の伸び率と

なっており、就蛍実人員及び就労率においては、事業実績は契約金額の

公共、民間の比率で、民間のウエートが大きく占めており、また就業日

教事着実に伸びている。就労実人員が 194人、就労延べ人員 1万 66 

1 0人日で、就業率が 8O. 5 %、就労人員比率公共 39%、民間 61 

%、就業日数 ls当たり約 7日であり、就業種別では軽作業が 56. 3 

%、技能 19. 2 %、管理 18. 5 %、サーピス 5. 7 %、事務整理が

O. 3 %、折衝外交 O. 0 5 %、技術 O. 0 5 %で、契約金額 7043 

万 95 4 1円の実績を上げております。

次iと、日田市でありますが、大分県の西部に位置し、山間都市であり、

気象は内陸型で、多湿多雨のため農林業に適しており、人口 6万 571

9人で、面積約 27 1 Iui、産業別就業人口は第 1次産業 11. 2 %、第

2次 33%、第 3次 55. 8 %。

日田市の場合、シルバ一人材センターの発足は 62年 10月 1自民発

足、 1年間の実績ではありますが、会員数 195人、契約件数は 54 9 

件、契約高 24 2 7万円、就空手延べ人員 6593人、就労実人員 71人、

就労人員比率公共 43%、民間 57%、就業種別では軽作業 67%、サ
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ーピス 11 %、管理監視 11 %、技能 6%、事務筆耕 1%、折商外交 2

%、専門技術 2 %で、契約金額 24 2 1万円となります。

春日市のセンターの発足は昭和 60年 6月であり、 3年半で見事な成

果を示しており、日田市においては 1年間で国の設置基準をクリアし、

順調に運営をしておるようでございます。シルバ一人材センターで働く

高齢者から大変喜ばれ、関係者の方は大変張り切っておりました。

以上、 2市の事業内容を御報告いたしましたが、高齢者が健康で、生

きがいのある人生をおくるため、ぜひ乙の施策の実現をお願いしたいも

のであります。

昨年の私の乙の質問lζ対して、当局の答弁は「老人クラブに対し助成

を行い、市といたしましてはまだ具体化しておりません。高齢者事業団

についての検討を進めていかなければならないと考えております口 Jと、

市長は答えられ、さらに「シルバ一人材セ νターについては一定の要件

がございまして、当市の場合ぞれにあてはまりませんが、ほかの市が行

っている事業の申で、高齢者事業団乙れにつきまして検討を重ね、昭和

5 8年に高齢者tζ対して意識調査を行い、あまり良い調査結果が出なか

ったが、もうーペん現在の高齢者に意識調査を行ってみ仕い。その後区

高齢者事業団の開設に向けて検討を進めてまいりたい。」と、乙のよう

な御答弁いただきました。

そ乙で、質問をいたしますが、乙の 1年乙の高齢者事業の施策案につ

きましてどのような方策推進をされ、その成果はどうでありましたか、

お尋ねをいたします。

次lと、シルバ一人材センターの設置については、園、県の設置基準が

原則として 10万人以上の都市でありましたが、 61年lζ緩和され、会

員数 150人以上、年間就業延べ人員 6000人目以上となりましたが、

その基準を満たす可能性はありますかどうか、お伺いをいたします。

次lと、観光事業施策について御質問いたします。

まず、本年は全国的ではありますが、館山市にとって過去にあまり例

を見ない異常気象、長梅雨、冷夏、日照不足と続き、 9月 24自には豪

雨に見舞われ、その被害は観光事業に、農作物lと、また豪雨による被害

等さまざまな面で影響を乙うむり、特lと本市の主観光資源であります海
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水浴客の激減は、海水浴客の関係業者lζ大変な営業赤字となって、大き

な生活負担の打撃となっております。

参考までに、過去の 7、 8、 9月の平均の最低気温と最低日照時間と

本年の記録を調べ、比較いたしますと、まず、気温においては昭和 57 

年 7月に 22度、乙の記録が史上最低気温であり、本年 7月は 22. 4 

度で史上第 2位。昭和 55年 8月は 23. 5度で、本年は 25. 5度で

第 5位。昭和 43年 9月は 21. 2度で、本年は 22度で第 5位であり

ます。

次lζ 、日照時間でありますが、昭和 61年 7月lζ12 7. 9時間、こ

の記録が過去において一番短かった記録でありますが、本年 7月は 70 • 

6時間で、 1日平均 2. 2時間しか日照時聞がなく、 8月は 15 8. 3 

時間、 9月では 54. 8時間で、日照時間においては 7、 8、 9月とも

は史上最低の記録となったのであります。

特記、乙乙で自につく乙とは、海水浴客の最もピーク時となる 7、 8

月の上旬の気温が 22. 4度であり、日照時聞が 7O. 6時間と、気温

にしても、日照時聞においても、とても海水浴を楽しめる気象条件では

なかったのであります。

との異常気象の影響で、本市の海水浴客の入り込み数lとも顕著にあら

われ、昨年の入り込み数 43方 8000人に対して、今年の入り込み数

は 30芳 40 0 0人と、なんと 13万4・000人、約 30%の大幅な減

少の結果となったのであります。

本市の観光資源としては海水浴場、海釣り、花見客、ゴルフ客、遊園

地客、文化財等、イチゴ狩り、テニス客、サーフィン客、その他で、昭

和 62年度においては 151万 8000人の観光客の入り込み数となっ

ており、そのうち日帰り客が 53. 1 %、宿泊客 46. 9 %で、 11種

の観光資源のうち、昭和 62年の割合として 28. 9 %海水浴客lと頼っ

ておるのが現状であります。

夏季の海水浴客を申心とした観光の歴史は古く、関東でも有数の避暑

地として栄えてきたことは、いまさら私が言うまでもありません。しか

し、海水浴観光を主体とした本市也、前述した自然の減少、また現在問

題になっている海水汚染等で、海水浴観光もかげりが出てきておるよう
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lと私は思えてなりません。

以上の乙とを踏まえ、第 1の質問&いたしますが、気まぐれなお天気

tζ私たち人聞は勝つ乙とはできません。そ乙で、乙のような異常気象に

遭っても、それに打ち勝つ観光客の誘致の対策を検討しなければならな

いと思いますが、市長のお考えをお聞かせ願いたいと思います。

また、一季型観光から、春の自然条件を有効lζ生かし、花井栽培を利

用して、早春の花を宣伝し、ょうやく春と夏の二季型観光地へと定着し

てまいりました。さらに周年観光を目指して、観光関連グループと行政

とが検討、協議をして、首都ゾーンの住民を対象としたレジャースポー

ツの建設計画を企画、そして当面だれでも簡単に楽しめる効率の高いテ

ニスコートの施設を昭和 58年にセントラルテニスコート 31面、昭和

6 0年サンフラワーテニスコート 19面、計 50商のテニユスコートを建

設しております。乙の事業計画については農地の転用、士地の借り入れ、

組合の結成事業、県との交渉等、しかも過去にはあまり見ちれない民話

導入と難問題があったようでありますが、関係者が一体となって乗り切

り、乙の事業計画を達成された乙とは評価lと値すべきと思っております。

乙の振興事業でテニスコートを 50面建設し、現在では館山テエスをキ

ャッチフレーズとして宣伝できる乙とは大変喜ばしい乙とであると思い

ます。

きて、私が調査したデータをもとに、西岬lとあるサンフラワーテニス

コートの利用について説明をしたいと思います。コート面 19面、全天

候型であるので、セントラルテニスコートより利用者が多いと思います

が、 62年 6月から 63年 5月までの 1年間の利用者数は 1万 6871 

人で、乙の利用者数は先進地の白子町が当初目標とする 1面当たり年間

利用者数 800人を上回る利用者数であります。乙の利用者数の内訳を

見ると、市内 16 1 5入、県内 3178人、県外 1207 8人、そのう

ち宿泊者が 15 011人である乙と、乙れはテニスコートの利用者であ

り、しかも経営している組合とその他のコート利用者が半々である乙と、

乙れはテニススポーッの乙の施設が地域全体の活性化lζ貢献をしている

乙とと判断できると思います。

私は、乙れらの経営者に今年の悪天候とテニスコートの利用度の関係
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を聞きましたと乙ろ、今年はテニスコート利用は、残念ながら自然現象

には勝てず、昨年の方がよく、飲み物等の売り上げも落ちましたが、テ

ニス施設がある乙とによって、平年並の客を確保でき、乙の事業の成果

はあったとのお話を伺いました。

乙乙で、第 2の質問をいたしますが、どとの観光地も共通する問題で

ございますが、士、日中心の利用者が多く、平日は空きコートが相当あ

るようです。白子町などは平日も学生申心の利用者が多くあるようです

が、せっかく行政ともども苦労して建設したスポーッ施設でありますの

で、利用者拡大のための指導方貨を考え、案内看板等をふやして PRし

たらと考えますが、市長の御見解をお聞かせください。

第 3の質問をいたしますが、城山公園や館山運動公園も地域の活性化

lζ俊立っている乙とはいうまでもなく、その努力は評価いたしますが、

スポーッ型観光を目指し、第 1弾としてテニスコートの建設を計画した

と理解いたしますが、しからぱ、第 2弾としてはどのような施策を考え

ておられるのか、お伺いいたします。

第 4の質問をいたします。将来的にはリゾート開発に関連しての諸企

画もあると考えられますが、それらの計画は大きな構想に基づいたもの

もあるでしょうが、具体的な身近な小企画也大事であり、必要だと私は

考えますが、もしそのような企画があれば、どのような計画があるのか

をお尋ねをします。

最後の質問-i>いたします。新組織機構として地域振興課が昭和 62年

4月K経済部K新設されました。 ζ れはリゾート開発の推進を柱として、

また農業、水産業の第 1次産業はもとより商工、観光、その他の地域の

経済の産業等を援興させるべく、地域聾興課を設立したと伺っておりま

すが、約 1年 8カ月経過しておりますが、その成果、実績はどのような

ものがありますか。また、リゾート開発の諸企画のほかに今後どのよう

な施策を考えておられるのか、お伺いをいたします。

以上、御質問を申し上げましたが、市長の御答弁により再質問をさせ

ていただきます。

{市長半海良一君登壇}

0市長(半海良一君} 御質問tとお答えをいたします。
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第 1点は、老人生きがい対策の問題でございますが、高齢者事業の施

策案について、乙の 1年どのような方策を進め、その成果はどうであっ

たかというような乙とでございますが、本年 7月から 8月にかけて、高

齢者の生きがい対策、健康づくりという観点のもとに、当面法人格を持

たない高齢者働く会というような趣旨で意識調査を実施いたしました。

乙の意識調査の結果を見ますと、高齢者働く会の趣旨について十分な

理解をいただけぬまま回答されたようなケースが見受けられますので、

乙の点に重点を置きまして再度調査を進め、その結果はより設置の方向

で検討してまいりたいと考えております。

次に、シルバ一人材センターの設置基準を満たす可能性があるかとい

う乙とでございますが、ただいま申し上げましたよラな状況でございま

すので、現段階では大変難しいと考えておりますが、当面、まず高齢者

鋤〈会というような形でスタートし、その状況を踏まえつつ検討してま

いりたいと考えております。

大きな第 2点、観光事業振興対策についてであります。

小さな第 1点はっきましては、御質問のとおり、本年の異常気象は館

山市のみではなく、海水浴場を持つ市町村lζ大きな打撃を与えたととろ

でございます。しかしながら、近年の観光ニーズの多機化に伴い、観光

客は海水浴場だけでは満足しないようになってきております。したがい

まして、当市におきましでも通年型の観光を目指し、スポーッの里づく

り等の施策を実臆したと乙ろでございます。今後とも恵まれた観光資源

を有効に活用しながら、観光関係者と連携のもとに観光ニーズを的確に

とらえ、観光客の誘致をしてまいりたいと考えております。

小さな第 2点目はっきましては、テニスコートの利用者増を図るため、

観光パシフレット等はより宣伝lζ努めていると乙ろでございますが、今

後も引き続き経営主体である館山観光事業協同組合を指導してまいりた

いと考えております。

また、小さな第 3点自につきましては、現時点では、リゾート開発計

画もあり、リゾート開発の進捗をみながら整合性を図ってまいりたいと

考えております。

小さな第 4点目はっきましては、観光地のイメージアップを図るため、

.-園長

-8 7 -



公衆便所の見直しを行い、公衆便所を単位便所としての役割だけでなく

観光面でも活用を図り、周囲の景観tζ マッチした水洗式公衆便所の整備

を進めていると乙ろでございます。

質問の第 5点、地域振興課を新設したその成果と実績についての御質

問でございますが、地域振興の大きな柱として海洋性リゾートタウンの

まちづくりを進めるため、 62年度基本構想を策定し、その基本理念を

ウェルネスファミリーリゾートとしてその実現化方策について検討して

まいりました。一方で、民間企業 14社の参加のもとに、リゾート研究

会を組織して館山リゾートの実現化について研究を重ねております。

また、リゾート法lζ基づく地域指定や重点整備地区として位置づけが

なされるよう民間業者の適切な誘導を図ってまいりました。

また、産業の振興方策をさぐるため、基礎調査に引き続き今年度企業

立地基本計画調査を実施し、バイオマリン、リサーチパーク等の実現化

lζ 向けて検討していると乙ろでございます。さらに、産業者の意見交換

の場として産業振興懇談会を実施し、特l乙第 2次産業の振興方策につい

て検討しているととろでございます。

今後也、海洋性リゾートタウレのまちづくりを進めるとともに、地場

産業の振興のための異業種聞の交流の推進や新たな企業誘致のための方

策を検討してまいりたいと考えております。

以上、答弁を絡わります。

Q2蕃(永井穣平君} 御質問いたしますが、まず、高齢者シルバー人

材センターの質問の第 1点目でございますが、乙の 1年、高齢者事業の

施策集の推進の成果、いわゆる本年 7月から 8月にかけて高齢者働く会

という趣旨で意識調査をなさったという乙とでございますが、乙の事業

の推進活動としてはほかにどのような活動をなされましたか、お尋ねを

いたします。

0民生部長(小幡清之君) 意識調査のほかにどのような活動をしたか

というような乙とでございますが、現在、市が業者委託で行っています

公共施設の管理、例えば城山公園とか申央公園、あるいはコミュニティ

センター緑地等の管理や、粗大ごみ処理施設の不燃物の分別業務などの

申で、部分的lζ高齢者働く会で対応できるような業務があるかどうかと
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いうような乙とを関係課と協議して、内部で検討そ進めてまいりました。

検討中でございます。

02番(永井穂平君} いわゆる雇い主、事業主があるかどうかやった

ようでございますが……。それでは質問いたしますが、意識調査、アン

ケートの実施の方法、内容、そしてその結果はどうでありましたか、御

説明をお願いいたします。

。民生部長(小幡清之君} 意識調査の方法と内容及びその結果につい

てという乙とでございますが、対象人員といたしまして 60歳から 70 

歳までの方を選んだわけです。館山市で、 63年 7月 1日現在で 750

2名いらっしゃったわけでございますが、乙の申から館山、北条地区は

っきましては 35%、郡古、船形地区が 25%、西岬、神戸、富崎、豊

房、館野、九重地区につきましては 15%の方々告無作為で摘出いたし

まして、合計 19 2 5名の方を対象に調査をいたしました。調査といた

しましては、各地区の民生委員きんにお願いいたしまして、高齢者働く

会というものの趣旨を十分に御説明して、大体 10項目 lζ分けて調査を

お願いしたわけでございます。

その結果といたしまして、 「働く会ができた場合位、あなたは容加害

れますか」という乙とに対しまして、 「参加したい j と答えた方が 16 • 

4%でございました。次に、健康問題でございますが、その「参加した

い」という方の申で、健康問題で問い合わせましたと乙ろ、 「普通であ

るj という方が多くて 62. 6 %、次が「健康である」という方が 28 • 

1%で、 「病気がち j という方が 3番目で 5. 7 %というような乙とで

ございました。

次lζ 、 「参加を希望された理由は何ですか j という乙とで、幾っか挙

げてくださいという乙とで挙げてもらったわけですが、その申で一番多

かったのは「健康のため Jという乙とで、乙れが 33. 9 %でございま

す。それから、 「社会のために役立ちたい」というのが 12. 6 %、 3

番目が「小遣いがほしい Jというのが 11. 8 %、 4番目が「生活を維

持するため Jというのが 1O. 4 %、大体乙のようなと乙ろが主なと乙

ろでございます。

次に、 「あなたは現在織業についていますかJという乙とはっきまし

-8 9 -



と答えた方が 38%いらっしゃいました。 316人

乙のうち 120名の方が職業についているという乙

「ついている Jて、

の方ですけれども、

とでございました。

それから、仕事をされてましたかという乙とについて「していた」

いう方が 11. 2 %で、その申でどういう乙とをやってらっしゃったか

という乙とをそれぞれ書き出していただいたわけですが、一番多かった

のが管理事務ですとか、事事従事という関係で 26. 1 %、次が農業が

1%、次lζ物品販売従事が 5• 4 %、それから漁業が 4. 1 %、教

ボイラ一等の技術というのが 3. 5 %、

と

5 • 

でございます。

次に、 「何か特別な資格とか免許をお持ちですか」というもので、

「持っている j と答えた方が 43. 4 %で、その申で一番多いのはやは

8%、次が船舶の免許で 10 • 

3%というような乙とでご

り自動車の免許でございまして 32 • 

%、次が調理士で 8. 8 %、次tζ教員が 1• 

ざいます。

5番目位、 「あなたは働く場合、 1日当たりどの程度の時間がよいかJ

という乙との質問民対しましでは、 4時聞から 6時間と答えた方が 57 • 

3時間以内という万が 2O. 9 %、 8時間という方が 17 • 

「働く場合、 1週間どのくらいの日数がよいですかJ

4日から 6日といちのが 55 • 

9%、

そんなと乙ろが主なと乙ろ員、

9 

4%。

という

それから 3

6%いら

1%、

9%、

それから、

乙とにつきましては、

日以内というのが 32 • 

尋
主
主
主
董
主
主
一
一
T

三空
Z

一
斗
一
三
一
一
主
主
主
一
重
要
重
量
重
喜
互
主
主
主
事
一

というのが 6• 「毎日がいい J

勺しゃいました。

r 1時間当たりどの程度の収入を希望しますか」 という間

いに対しましては、 401円から 500円というのが 27 • 

多くございます。次に 501円から 700円というのが 17 • 

れから 701円から 1000円までというのが 16 • 

下でいいという方は 6%というふうなと乙ろが主なと乙ろでございます。

次に、 「ひと月当たりどのくらいの収入を望みますか」という乙とに

つきましては、 5万 1円から 10万円までが 27. 8 %、

5万円までが 13%、 10万 1円から 15万円までが 10 • 

万円以上が 5. 7 %というような乙とでございます。
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そして、最後に「あなたはどんな仕事をしたいと思いますか」という

乙とにつきましては、 「屋内外を含めての作業、庭づくり、清掃等の体

を動かすのが好き」というのが 2O. 6 %、ぞれから「浄書、宛名書き、

毛筆等の宇を書くのが好き」というのが 12. 3 %、それから「老人の

介護、子守り、留守番など人の世話をするのが好き」というのが 10 • 

4%、 「整理整頓が好き」というのが 8. 5 %、大体そのようなと乙ろ

が主なものでございました。

乙のような調査結果を見ますと、参加理由として健康のためというの

が 33. 9 %のほかに、小遣い、家計補助、生活維持等が 30%占める

わけでございまして、さらに 1時間当たりの収入も 501円以上の希望

が 39. 3 %もあるわけでございます。また、 1カ月当たりの収入も 5

万 1円以上の希望が 44. 3 %を占めるというような乙とで、臨時的、

短期的な雇用関係を伴わない仕事というような乙と、生きがい対簾、健

康づくりというよりも、生活給を求めている傾向も申には見られたわけ

でございまして、さらに職業を持っている方が 38%もおられたという

ととは、乙の調査の趣旨が徹底きれなかったという面が見られますので、

先ほど市長の答弁にもありましたように、もう一遍、今度は職員が直接

参加希望者個々に当たりまして、再調査をして実態を把握してまいりた

いと考えております。

以上でございます。

02番(永井穂平君) ただいまのお答えによりますと、アンケートの

仕方、やり方に大変不用意な面が考えられます。したがって、アンケー

トの対象者にとって乙の事業の趣旨が十分理解できなかったと思われる

節がございます。私が視察した 2市においては、パンフレット、チラシ

等で乙の事業の目的、意義等の趣旨の徹底を図って、会員の啓発と仕事

の依頼者、事業者はよく理解していただいて、またきめの細かい計画を

もって進めたようでございます。

ちょっと、紹介いたしますと、春日市の場合、 56年 7月から 56年

1 0月までに、いわゆる 4回にわたって 5市の視察をいたしました。そ

して、設立準備のための基本調査を行いました。 9月lζ設立準備協議会

を協議会構成員 12名一一いわゆる学識経験者、市会議員、老人クラブ
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連合会会長だとか区長会、民生委員会協議会長、商工会とか 12名の構

成員で設立いたしまして、設立準備協議会を 9月、 10月で 5回もって

おります。

乙れをずうっと説明すると時闘がかかりますので、はしよって説明し

ますが、庁内の意思を統ーして、その事前協議の期間として関係部下相

互の連絡、調整と基本的事項を検討し、総合的、効果的な施策の樹立を

図るために乙の協議会を設置しておるわけでございます。第 1回の会合

で高齢者事業団の組織について、高齢者事業団設立準備協議会の要綱案

について協議、そしてアンケートの調査について同じく 9月に十分な検

討をして、高齢者事業団の概要について、高齢者意識調査の中間報告に

ついて、高齢者事業団の概要lζ対しての意見聴取をして、高齢者意識調

査の最終報告等々、アンケートについてはいわゆる 9月 29日から 10 

月 9日までに行って、回収が 658人、回収率 65. 8 %、参加希望者

261人、 39. 6 %、ぞれと先行して、いわゆる雇い主の事業主にア

ンケートをしております。そして、 58年の 7月に事業団が発足して、

6 0年 6月にシルバ一人材センターの発足、乙のような経緯をたどって、

先ほど私が説明したように、今順調促進んでいる。

アンケート用紙は、大体館山市と同じような項目でやったようでござ

いますが、この裏lと、シルバ一人材センターについての意義、目的とい

いますか、どういうものなのかきちっと説明を入れて、そして行ったよ

うでございます。いわゆる趣旨徹底をしている。ですから、第 2次の調

査をなさるようでございますが、いわゆるきめの細かいアンケートをな

さっていただいて、綿密なる計画を立てて、乙の事業の促進をお願いし

たい、乙のように思います。要望いたします。

次lと、人材センターの設置基準を満たす可能性はどうかの質問をいた

しますが、第 2次のアンケートの結果を見なければ判断はできないと思

われますけれども、現在、茂原市で高齢者事業団を設置して運営してお

るようでございますが、その運営状況等、おわかりの範囲で、簡単で結

その実態について御説明をお願いしたいと思いま

茂原市の状況でございますが、昭和 61年
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の 5月にやはり高齢者働〈会というような形で発足をいたしました。そ

して、 62年度からは高齢者事業団へ移行したというような乙とでござ

いますが、 62年度の実績といいますか、状況を申し上げますと、会員

数が 77名でございます。それで、年間の就労件数が 253件、就労延

べ人員が 30 8 3人、事業収入として 1020万 9500円という乙と

でございまして、就労率が 4O. 7 %というような乙とでございまして、

高齢者事業団としての基準が就労率 30%以上ということですから、現

在は満たしておるというような状況でございます。

以上でございます。

02番(永井龍平君) 大分、高齢者事業団として、茂原も大変な運営

内容でございます。シルバ一人材センターの本市においての法人化設竃

について大変厳しい状況にあるようでございます。今後、高齢者lζ対す

る生きがい対策事業は十分な対応が必要であると考えます。じたがいま

して、シルバ一人材センターの設置については本市にとって時期尚早の

ような感じを受けますので、高齢者事業団の計画を検討していたtf.いて、

積極的に推進をして努力をしていた 7さき、なるべく早い機会に実現する

ことを要望いたします。

次lζ 、観光振興事業の施策についての質問の第 1点目の質問でありま

すが、市長さんのお答えの申で、近年の観光ニーズの多機化lζ伴って海

水浴場だけでは満足しないゆえに、通年型の観光を目指し、スポーッの

里づくり事業としてテエスコートを建設して観光客の誘致を図ったよう

でありますけれども、本年の異常気象によって観光客の入り込みも打撃

を受けました。しかしながら、乙の悪天候にもかかわらず、立派な観光

施設を持っている観光地では、海水浴場のみのと乙ろよりその被害が少

なかったようでございます。

質問いたしますが、近隣の市町村の夏季の観光客の入り込み数はどの

くらいでありましたか、お尋ねをしたいと思います。また、本市の南房

パラダイス、ファミリーパヨーク、また市外の鴨川シーワールド、行JIIア

イランド、勝浦の海中公園等の入り込み数などを掌握されておられます

か、もしおられましたら教えていただきたい、乙のように思いますロ

。経済部長(安西良一君) 近隣市町村の夏季観光の入り込み数はどの
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くらいあったかという御質問でございますが、最初lζ 、市町村名を申し

上げます。その次lζ62年度の数字を申し上げます。それから、続いて

6 3年度の数字を申し上げます。そして、前年対比という形でお読みい

たしますので、よろしくお願いをいたしたいと存じます。

鴨川市でございますが、 41万 4000が 25万 6000で 61. 8 

%、富浦町が 14万 20 0 0が 10万 4000という乙とで 73. 2 %、

それから富山町が 39万で 31万 3000という乙とで 8O. 2 %でご

ざいます。鋸南町が 13万 30 0 0で 12万 80 0 0でございまして 8

4. 2 %でございます。千倉町が 23万 4000が 15万 70 0 0で 6

1. 1 %でございます。和田町が 4万が 3万 50 0 0ということで 81 • 

5 %、天津小湊町が 31万 9000が 22万 50 0 0という乙とで 70 • 

5%でございます。勝浦市でございますが、 113万 20 0 0が 87万

300 0という乙とで 77. 1 %、御宿町が 79万 20 0 0が 76万 2

000という乙とで 96. 2 %でございます。それから、大原町が 23 

万 8000が 13万 90 0 0で 58. 4 %、白子町が 36万 70 0 0が

3 1万 7000という乙とで 86. 4 %となっております。

なお、先ほど御宿町につきましての、 96. 2 %という数字を申し上

げましたが、本年の夏季観光入り込みは前年lζ比べてあまり減少してお

りません。しかしながら、昭和 61年と比較をいたしますと、 157万

というととになりますので、 2年連続いたしますと大幅な減少となると

いろ乙とがやはりいえるかと思います。

次位、海水浴期間中における観光施設の観光客入り込みの数でござい

ますが、同じように施設名を先に言いまして、 62年、 63年、前年対

比という乙とで読ませていただきたいと存じます。南房パラダイスでご

ざいますが、 3万 28 5 2が 4万 54 9 2という乙とで 138.5%と

伸びております。ぞれから、館山ファミリーパークでございますが、 1

万 12 0 8人が 1万 3376という乙とで、乙れも 11 9. 3 %になっ

ております。鴨川シーワールドが 29万 3.0 0 0が 34万 30 0 0とい

う乙とで 11 7. 1 %でございます。行川アイランドでございますが、

1 6万 8130が 15万 8000でございまして 94. 0 %、ぞれから

勝浦の海申公園でございますけれども、 12万 24 5 2が 12万 659
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という乙とで 98. 5 %となっております。

以上でございます。

02番(永井龍平君)
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南パラ lとしてもファミリーパークにしても、鴨

川シーワールドにおいても、乙のような観光施設は大変に観光客誘致に

とって有効的な施設である、乙のような結果を考えますと、大変観光客

誘致の働きを持っておるわけでございますので、ぜひとも新たな観光施

設を考えていただきたいと思います。

次lζ 、第 2点目のテニスコートの平日の利用者増について質問したい

と思いますけれども、テニス客の利用者数は年ごとに増加しており、昭

和 57年に 1万 70 0 0人、 58年 2万 3000人、 59年 3万 500

0人、 60年 4万 8000人、 61年 5万 30 0 0人、 62年 6万 10 

o 0入、年々増加しております。さらなる利用者を図るには平自の利用

増を考えねばならない、このように思うわけでございますが、観光パン

フレット等によって努力なさっておるようでございますけれ E也、平目

利用者のためのサーピス等、乙れはどのよろにされておるのか。また、

観光パンフレットのほかに対策は考えておられるのかどラか御質問いた

します。

第 4点は、同僚の脇田議員の提案された例の磁のかわやの実現もある

んじゃないかと、大変結構な乙とでございます。ひとつ立派なお便所を

つくって、観光的にも有効なお便所をつくっていただきたい、このよう

に思います。

リゾート開発の問題で、リゾート地域振興諜のいわゆる成果、実績で

ございますが、リゾート開発の推進を基本lζ活動きれておられるようで

すが、リゾート開発の問題は本市にとっても大変に大事な問題、命題で

あると思います。リゾート開発についてはその実現が 10年から 15年

はかかると思われますので、リゾート開発と整合性を考えながらの地域

振興策を考えていただきたい、乙の乙とを要望いたします。

最後lζ 、半海市長lとお伺いをいたしますが、市長は全国市長会欧州都

市行政視察は 10月 19日から 11月3日の 16日間、イギリス、フラ

ンス、西ドイツ、スイス、イタリアの 5カ国lζ行かれました。大変、御

苦労機でございました。私の質問は、市長が乙の欧州都市行政視察に参
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られて、各都市を視察された折lζ 、本市のような地域条件は適合した都

市があったでしょう。また、本市lと適合し、参考になるような観光事業、

施策等、また、特に印象に残った事業、施策等がありましたらお聞かせ

願いたいと思います。

時間がありませんので、以上の質問をして終了いたします。

O議長(飯田義男君) 簡潔にお答え願います。

。経済部長(安西良一君) テニスコートの平日の利用サーピスをどの

ようにやっているのかという乙とでございますが、経営主体であります

貴富山観光事業協同組合一一一乙れが実施しているわけでございますが、実

際にはコートの使用料の割引あるいはテニス大会の誘致、学生等lと対す

る合宿の割引、そのほか平日会員制度の導入、テニススクール等を実施

しておると乙ろでございます。

なお、乙れらの PRにつきましては、先ほど市長が答弁いたしました

とおり、協同組合と市と連携をとりまして、良好な運営ができるように

指導していきたいというように考えております。

以上でございます。

O市長{半漕良一君) 先般、ヨーロッパの国々を視察させていただき

ましたが、いずれも人口 5芳から 10万程度、大きくても 12、 3万程

度の館山市の類似都市左いったような感じのと乙ろを視察してまいりま

した。テーマは、地域開発と地域の振興策がどういうふうに講ぜられる

かというテーマで参ってまいったわけでございます。

-いずれもそれぞれその土地なりの、しかもその土地に合ったといいま

すか、特性を生かした地域振興策を講じておりまして、また、特に地域

開発については一---1都市の再開発でございますが、古い歴史を生かした、

1 4世紀あるいは 15世紀の頃の建物をそのまま再現するような、町並

みの修景といったような乙とをやっておりまして、大変歴史性を重んじ

ているという乙とを痛感いたしました。それぞれの都市が地域の振興と

いう乙とで非常に努力をしている様子がうかがわれまして、ある意味で

は、むしろョーロヅパという国は、今、世界の経済といいますか、世界

の社会の申で、経済的な地盤が沈下をしている、むしろかつての世界を

リードしたヨーロッバではなくなって、アメリカとかソ連とか、そうい
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う国々に今、世界の主導権を握られているわけでございますが、そうい

う失地を回復しようとするような、何か担当者の話を聞いておりまして

もそういう意気込みが感ぜられました。やはり ECの 92年度に市場統

合唱をしようという、そういうふうな雰囲気が非常に感ぜられたわけでご

ざいます。今後、私ども、そうしたヨーロッパの先例といいますか、事

例を参考にして館山市の地域開発に使立てたいと考えております。

0議長{飯田義男君) 以上で、 2番議員永井龍平君の質問を終わりま

す。

次、 11番議員神田守隆君。御登壇願います。

( 1 1番議員神田守隆君登壇}

01  1番(神田守隆君) すでに通告をいたしました 4点について御質

問を申し上げます。

まず、第 1点は、天皇の病状を理由としたいわゆる自粛など児ついて

でございます。

9月 19日の天皇の吐血以来の日本社会の状況は異常であります。政

府は、閣僚の国際会議出席や外国要人の来日を申止し、首相の遊読を取

りやめ、自治省などの担当者は諸行事の自粛を求め、天皇死去の際の議

会の審議申断と黙語、お祝い的行事の自粛などまで勧告し、少なからぬ

自治体が記帳所を設置し、自粛をあおりました。乙うした自治省の担当

者の通知はその後あわてて撤回されたようではございます。乙の動きに

輸をかけたのがマスコミの異常報道であります。敬語をやたらに使い、

宮内庁発表の天皇の容体をきして変化のないときでもオリンピック申継

を申断してまで報道し、天皇の賛美とその平癒祈願をあおりました。乙

れらの影響を受け、各地でお祭りの中止、縮小などの事態があらわれま

した。館山の城まつりも乙うした申で申止となりました。

日本国憲法では、天皇は国政に関する権能を有しないとされています。

しかし、天皇が回復不能とみられる病床にあるという乙の事実が、国民

の社会生活を事実上支配して、国政tと重大な影響を与えている状態は、

憲法を否定する極めて異常な事態といわなければなりません。いわゆる

自粛は、すでに天皇不況という言葉を生み出すほどに国民生活に深刻な

影響を及ぼしつつあります。また、乙うした事態は、国際的にも日本軍
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国主義復活への懸念と批判を生み出しています。

そ乙で、天皇の吐血以来の乙の自粛などの状況について、半海市長の

御所見をお尋ねいたします。長崎市の本島市長は、 「天皇には戦争責任

があると思う」と発言しました。歴史の事実は、国家権力の全権力を統

治権の総揖者として掌握していた現天皇位戦争責任のある乙とを示して

います。天皇が極東裁判lζ訴追きれなかった乙とをもって、天皇lと戦争

責任がなかったととの証拠のようにいう主張がありますが、アメリカの

対日占領政策lζ天皇を利用する政治的必要から訴追しなかっただけの乙

とで、乙れはウエッブ議判長が、 「天皇には戦争責任があるが訴追され

なかったから議かれなかった」と語っているとおりであります。天皇に

は、侵略戦争の最高責任者としてその責任があります。市長は乙の戦争

責任についてどのようにお考えでありますか。

日本国憲法のもとで、天皇は国政tζ 関する権能を一切持たない、単な

る象徴とされました。乙の象徴という乙とをもって記帳所の設置とか、

死去の際の黙薦とか、学校休業の追悼とか、各種の自粛は当然だという

主張があります。しかし、主権在民の原則、基本的人権保障の原則など

現憲法の根幹をなす原理の方が象徴天皇制などよりもはるかに優越した

原理であります。乙の優越性を侵す乙とは許されません。天皇の病気や

死去によって国ゃ地方の政治が左右されたり、国民生活が規制をされた

りしわ寄せを受けたりするなどというのは、国民主権と人権保障などの

憲法の民主的原則よりも象徴天皇性を上位に置くもので、本末転倒であ

ります。いわゆる自粛の事実上の強要は憲法の国民主権の原則に反する

と思うのでありますが、市長はどのように考えておりますか。

また、天皇死去の康の、いわゆる Xデーにあたり、市民lζ弔意の強要

をすべきではないと思うのでありますが、いかがお考えでありましょう

か。

さらに、来年は、館山市民にとって市制 50周年の記念すべき年であ

ります。天皇の病状などを理由民お祝いは自粛などとすべきではないと

思うのでありますが、いかがお考えでありましょうか。

次lζ 、アメリカントレイン号の催しについてお尋ねをいたします。

来年の 2月 14、 15の 2日聞にわたって、館山駅lζ アメリカントレ
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イン号がやってきます。乙のアメリカントレインは、アメリカ製品のよ

さを広く日本人に知らしめ、アメリカとアメリカ製品の売り込みを展開

し、日米貿易摩損の緩和は役立たせようというものであります。乙れは

アメリカントレインについての公表された資制からも明らかであります。

今、アメリカが乙のアメリカントレインで日本lζ対し売り込みを図ろう

としているのは、牛肉、オレンジなどの農産物であります。

日米友好親善の粉飾のもとに、アメリカ農産物の対日輸出売り込みを

目的としたアメリカントレイン号の催しに、市や教育委員会は後援など

協力すべきではないと思うのでありますが、いかがお考えでありましょ

うか。

次l乙移ります。第 3点目は、残土条例の制定についてでございます。

残土は、産業廃棄物ではなく、県の指導、取り締まりの対象からはは

ずれております。また、アスフアルトやコレクリート片などは産業廃棄

物でありますが、監督権のない市ではそれらの不法投棄を発見しても立

ち入り調査などの措置をとるととができません。乙のため、アスフアル

トなどの産業廃棄物が不法投棄されていても、迅速、適切U:対処すると

とができず、乙のため山合いの谷や回の埋め立てなどは使われるなどし

て、アスフアルトから油がしみ出すなどして周辺の土蟻や地下水、海域

を汚染する問題が生じています。産業廃棄物の乙れらの処分方法は違法

ではありますが、実際lとは必ずしも適切に取り締まりがされているとは

いえません。市民からもそうした苦情を耳にするわけであります。

乙うした申で、乙としの 6月29自民市川市内で無許可で残土処分を

行っていた土建業者を千葉県警が同市の残土条例違反容疑で初めて摘発

をしました。県警の生活経済課では、本来産業廃棄物であるコシクワー

ト片やアスフアルトがらを細かく砕いて土とまぜ、残土と称して処分さ

れているケースがふえているとの現状認識から、残土条例でも悪質業者

lと対しては身柄送致する乙とも今後出てくると積極的な活用の方針を明

らかにしました。残土条例の有用性を示したものと思います。

今後、開発の進行lζ伴いますます乙れらの廃棄物の量は増大する乙と

になるものと思われます。本来、産業廃棄物に関する行政は県の仕事で

ありますが、すでに県下の 35市町で、残土条例ないしは指導要綱を制
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定し、対策lζ取り組んでおります。鴨川市では、ことし 3月lと指導要綱

を制定いたしました。本市においても、アスフアルト片など産業廃棄物

の不法投棄等lと対し、残土条例を制定すべきではないかと思うのであり

ますが、いかがお考えでありましょうか。

第 4点lと移ります。リゾート開発計画と自然保護の問題についてでご

ざいます。

現在は、リゾートブームといわれております。しかし、国民の余暇の

動向からいってもリゾート需要は現実にはありません。現在、進んでい

る事態はリゾート開発ブームではあってもリゾートブームではありませ

ん。リゾート需要が今後急速に増大する乙となしには全国のリゾート開

発のほとんどは中途半端に終わるか、失敗する乙とになります。

銀行など金融機関の調査では、リゾートはもうからない上に投資リス

クが大変高いと慎重論を展開しています。例えば、太陽神戸銀行経済情

報ではリゾートホテルの場合、都市のホテル lζ比べて総資本経常利益事

や売上高経常利益率でいずれもほぼ 10分の 1程度と極端に利益率の低

い乙とを指摘しています。さらに、リゾート産業は、初期投資が莫大で、

その回収期間は 15隼ないし 20年間という長期にわたり、その間lζ余

暇需要の動向が大きく変わる危険など、大変にリスクの高い産業となっ

ていると指摘しております。

もと也左需要がないのに開発だけを先行させる、しかも、全国で競っ

て開発を進める、乙れでは乙れらの開発のうち幾っかが成功するだろう

かというのが正常な毘方であります。館山のリゾート開発が市民にとっ

て期待はずれに終わる危険は大変高いものだと率直に考えなければなり

ません。

先日、いわゆるリゾート法記係る民間プロジェクトとして、西師の波

左問、坂田などを申心とした南館山マリンパーク計画、塩見、浜田など

を中心とした館山レインポータウン計画、大神宮、布良、相浜などを申

心とした太陽海岸平砂浦計画の 3つの計画が示されました。開発面積は

いずれも 213;1.，、 24 2誌、 243;1.，と大規模なものでありますが、

その計画面積のおよそ半分はゴルフ場であります。乙の開発計画ではい

ずれも自然環境が大変豊かなと乙ろはゴルフ場が計画されているのであ
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りますが、いずれも自然破壊のリゾート開発になるのではないかと危慎

するものであります。館山は豊かな自然に恵まれています。乙の自然を

生かして乙そのリゾートだと思うのでありますが、ゴルフ場なしのワゾ

ート開発にすべきではないかと思うのでありますが、いかがお考えであ

りましょうか。

太陽海岸平砂鴻計画では、野鳥の霧などにゴルフ場をつくる計画にな

っておりますが、半島の先端部にある乙の轟は渡り鳥が羽を休める貴重

な森として鳥獣保護特別区とされています。貴重な自然令守るための保

護区であります。大神宮の森などのこの鳥獣保護特別区の変更はすべき

ではないと思うのでありますが、いかがお考えでありましょうか。

以上、 4点にわたってお尋ねいたしましたが、御答弁によりまして再

質問をさせていただきます。

(市長半海良一君登壇)

0市長{半海良一君} 御質問にお答えをいたします。

大きな第 1点でございますが、まず、天皇の戦争責任という ζ とで ζ

ざいますが、天皇陛下には戦争責任がないというのが日本国民の一般的

な国民的感情でございまして、私も同感でございます。

なお、自粛については、各団体、各個人の自主的判断にお任せすべき

だと考えております。

Xデーはっきましては、市民の弔意はっきましては強要するものでは

ないというふうに考えております。

来年度の市制 50周年についてのお祝いは、自粛すべきではないと思

うがどうかという御質問でございますが、乙れは先ほど辻回議員の御質

問にもお答えいたしましたが、御病気が長引くといたしましでも 50周

年記念事業は計画どおり実施いたしたいと考えております。

また、御質問のような事態におきましては、その時期と内容が問題で

ございますので、市民感情を考摩の上、決定いたしたいと存じます。

大きな第 2点、アメリカントレイン号の催しについてでございますが、

アメリカントレインは日米姉妹都市の各駅を訪問し、地域の人々に友好

親善を広めようというものでございまして、国際化の時代に沿った催し

だと聞いております。
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現在、市民は、ポスター掲示等、 PRの依頼が、また教育委員会には

学授に PRしたい旨の連絡がきていると乙ろでございます。

大きな第 3点、残土条例の制定についてでございますが、現在、その

内容について関係各課と協議をしながら、条例化の方向で検討を進めて

おります。

大きな第 4点、リゾート開発計画と自然保護についてでございますが、

リゾート開発は豊かな自然環境を活用し、地域住民、行政、企業が一体

となって協力し、初めて成功するものと考えております。過疎化の進む

南房総地域においては、地域振興のかなめとしてリゾート開発を推進し、

雇用の極大、各種産業の活性化、都市的機能の充実等を図る乙とが急事

でございます。

本市で推進しているゴルフ場を含む大規模開発計画でございますが、

乙れらはいずれもスポーッ、教養文化活動、休養等多機な活動lζ資する

ための総合的、複合的な機能を有した施設整備が計画されており、地域

の援輿tζ寄与するものと考えております。

開発tζ基づく自然への影響も考えられますけれども、自然環境の保全

との講和を閏り、その影曹をいかに最小限iとするかは開発者及び行政の

責務であると考えております。

今後も、地域住民、企業、行政による話し合いを進め、コンセンサス

を得てまいるとともに、さらに、園、県の指導のもとに最善の方策を検

討してまいりたいと考えております。

以上、答弁を終わります。

0 1  1番{神田守隆君} 市長さんは、長崎の市長きんみたいにきっぱ

りとした御答弁が得られなくて、大変残念な乙とだと……。市長さん自

身も天皇陛下のお名前という乙とで戦争犯行った、乙うした経緯がある

というふうに承っておるわけであります。あの戦争が天皇の名によって

行われた乙とは間違いのない事実であります。私は、そういう点も踏ま

えまして、長崎の市長がああいう答弁をされた乙とは大変大事な乙とだ

と私は思います。市長の答弁、残念なととだと思います。

弔意の問題については、強要すべきではないというお話でございまし

た。テレピのアナウンサーはネクタイを黒にしなきゃならぬだとか、大
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正天皇が死んだときには、 1カ月間にわたって日本の国民は喪章をつけ

る乙とが義務づけられたというふうに伺っております。明治天皇のとき

は 1年だったそうでありますけれども……。天皇が吐血以来の今の事態、

乙れまでの事態というのは大正天皇が重体に陥ったときと大変よく似て

いるという乙とを指摘する人もたくさんおるわけです。事実上、戦前の

憲法のもとでの乙うした乙とが、新しい憲法のもとで繰り返されるとい

う乙とはあってはならない乙とだと思うわけです。

今のお話の中で、強要すべきものではないというのは当然の乙とだと

思うんです。そ乙で、具体的にそうした上の方から何か乙れについての

指示があればそれに従う、乙ういう乙となんですか。私は、乙ういうも

のについては何らの通知も現在きておらないし、また通知がくるべき筋

のものではない、市長さんの判断で行うべきものだろうと思うんです。

例えば、市の磯員にいわゆる Xデーの場合には喪軍令しなさいとか、あ

るいは華美な服装は控えるようにとか、とういうような指示を出すんで

すか。出しませんか。乙れは強要にあたる部分ですから、公のととろが

そういう乙とをやるという乙とは大変重要な問題ですので、 ζ の辺につ

いて強要すべきものではないというお話でしたから、確認をしておきた

L、。

また、 5 0周年の問題でございますけれども、病気が長引いた場合に

は、乙の 50周年については計画どおり実施、乙ういうお話であります

から、それはわかりましたが、もし、死去という場合については、その

ときの市民の感情を配慮して云々という乙とでございました。私は、大

変問題だろうと思うんです。という乙とは、 50周年の記念事業はなく

なる、乙ういう乙ともあるんだというお考えなんですか。

0市長(半海良一君) 職員lζ強制する乙とはいたしません。

ぞれから、 50周年事業でございますが、天皇逝去の時期と自にちと

それから行事の予定日が極めて接近したような場合には、乙れはやはり

国民的な常識として考えて、申止かどうか決定いたします。

01  1番(神田守隆君) 私は、だから言うわけですが、今の日本国憲

法の原則、国民主権一一天皇の病気とか死去という乙とによって、国政

ゃあるいは地方の政治が左右きれるという乙とはおかしいんではないか、
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国民主権の原則から考えた場合は、乙れは違うんではないかという点を

指摘しているわけです。今のお話では、大変不十分な内容でありますけ

れども、市長の答弁では納得できません。乙の点については、次の質問

もありますので、次の質問lζ移っていきたいと思います。

アメリカントレイン号の問題でありますが、乙れについては、市では

ポスター掲示、あるいはチラシの配布という乙とで、そういう依頼がき

ているから協力していきたいという乙とで理解していいんですか。乙の

内容については、乙の文章の申でも明らかにアメリカ製品の売り込みを

するためにくるんですよという乙とを書いであります。アメリカとアメ

リカ製品のプロモーションを展開します。プロモーショシと英語で書い

でありますけれども、要するに売り込みですね。そういう売り込みのた

めに公の市が協力をするというのはどうしたものかと思うんですが、市

長さんのその辺のお考え、あるいは教育長さんのお考えも聞かしてもら

いたいと思いますけれども…-

。市長公室長(錦織 茂君) 御案内のとおり、本市は米国のペリンハ

ム市との 30年に及ぶ姉妹都市交流の歴史がございます。また、外務省

それから農林水産省、通産省など、国の 8つの省の後援もできているわ

けでございます。内容も、パピリオン列車、あるいは製品の阪売、乙れ

についてはいろいろ、ただいま御指摘の肉の関係、あるいは野菜の関係

もございますが、そのほかフアヲションとか、小物、いろいろなもの、

ぞれから音楽や手品のショーとか、米国各州のパネル紹介など、非常lζ

楽しいものがあるようでございます。

乙れらを考えあわせますと、実際lζ は、後援の依頼とかそういうもの

はきておりませんけれども、もし、依頼があればお受けをしたい、乙の

ように考えております。

以上でございます。

0教育長(福原 修君) 教育委員会にも、後援の依頼はきておりませ

んので、私の方は何も手を打っておりませんが、基本的には、学校の校

長の決定する事項でございます。校長lζ対して乙ういうものを見はいき

なさいとか、そういうような指示は私の方から出す予定ではございませ

ん。
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ただ、私がいただきました資制ですと、児童にとってはおもしろい催

しじゃないかなというような印象を持つわけでございます。 i人気のパ

ピリオン列車があなたの駅へ」一一見ますと、住宅館、ミュージック館、

宇宙館、アメリカ情報館、 3ーDシネマ館、ワンパクランド館、ファン

タジー館、 SFXホラー館、シミュレーション・ステーツツアー館、フ

ード館(1 )・ (n)、乙れだけありますものですから、子供たちの興味を

引くようなものがあるような感じがいたしておるわけでございます。

現在の教育の大きな基本方針といたしましては、国際理解教育という

乙とを私たち強調いたしておりますので、場合によっては乙ういうよう

な機会をとらえて、アメリカの事情を知る乙ともそう悪い乙とじゃない

かなというような気はいたしております。しかしながら、おっしゃるよ

うな乙とがあるとするならば、また乙れも十分注意をしなきゃいけませ

んので、積極的に私の方から「見犯行け Jとか、そういうよラな指示を

出す気持ちもございませんし、また、後援を依頼されても、私が後援告

するという性質のものじゃなかろうかと思いますし、校長たちがどのよ

うに判断されるか。また、実際問題として、来てみなければ、私も見た

乙とはございませんので、どういうものかよくわかりませんから、その

場面になったならば校長がどのように判断するか、乙のように実は考え

ておるわけでございます。

以上でございます。

01  1番{神田守隆君) アメリカシトレインが乙の 2月の 14、 15 

という乙とで、乙の企画自身は大変子供受けをする、大変うまいやり方

で、しかし、そういう申でおいしいまんじゅうに毒が入っているという

乙とも考えなきゃいけないわけで、非常にそういう点を含めて一一一今、

輸入食斜晶の問題というのは大変重大な問題になって、輸入食品につい

てはいろんな農薬が使われているという乙とで、その食品の安全性の問

題が大変取りざたされているわけです。アメリカの牛肉の輸入とか、オ

レンジの輸入問題についても、こうした有害な農薬なんかの使用問題が

大変重大な問題になっておるわけですから、文字どおりおいしいまんじ

ゅうに毒が入っているという乙とになりかねませんので、その辺を極め

て厳しく見ていただきたいと思います。
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残土条例の制定についてでありますが、乙れについては条例化という

方向で考えているという乙とでありますから、早急に条例化についてし

ていただきたいと思います。現実民、九重地区では山が削られて、その

後廃棄物が捨てられて、そのために周辺の地下水で袖が出てくる。乙れ

はおそらく廃棄物のせいじゃないか、アスフアルトが投棄されたせいで

はないかというような乙とで、住民の申で大変問題になっているんだと

いう話も聞いております。乙うした乙とについてもやはりきちんと調査

もし、そして必要な権限が乙の条例で与えられるわけですから、取り締

まり脅しなきゃならぬ。そして、乙うした乙とが行われないようにぜひ

やっていっていただきたい。条例化をするというお考えですから、早急

に取り組みをしていただきたいと思います。

リゾート開発の問題でありますが、先ほどの市長さんの御答弁ですと、

何かよくわからないですね、率直に言って。ゴルフ場の問題lζ限って少

しお話を伺いたいと思いますけれども、ゴルフ場については大変問題が

あるんじゃないかと思います。市がっくりました海洋性リゾートタウン

基本構想調査の申で、ゴルフ場をつくるという方向については打ち出さ

れておりません。したがって、館山市がつくった海洋性リゾートタウン

の基本構想との整合性という乙とで、今度発表された 3つの計画は整合

性がないんじゃないか、乙の計画を無視しているんじゃないか一----t軽視

したというと言葉は強いですけれども、少なくとも乙の計画に整合性が

ないと思うんですが、乙の点についてどういうふうに考えておられるの

か。

ぞれから、乙のゴルフ場は、開発による自然破壊が膨大なものになる

わけです。非常に大きな面積が、木が払われて造成がされますから、自

然破壊が大変広い範囲に及ぶという心配があるわけです。乙の辺につい

てどう考えておられるのか。

さらに、現在、あっちでも乙っちでもゴルフ場でしょう。館山市内だ

って 3カ所出てますけれども、三芳でも 3カ所あるとか、千倉でもある

とか、寓浦でもあるとか、丸山でもあるとか、 「いやあゴルフ場ぽっか

だなあ Jという話ですね、ど乙へ行っても。全部が全部出るというふう

には思いませんけれども、現在の話で館山市内でも 5カ所、安房郡じゅ

-1 0 6 -



言

T
Z
一三官一子一
Z
一言一
E
Z
E
Z

ム
一
三
喜
重
喜
奪
事
喜
重
量
董

E
省三一

うゴルフ場だらけになる、こういうような乙とは何も安房郡に限った乙

とではなくて、リゾート法の問題で日本の国じゅうが大きわぎになって

いるわけです。こういう乙とからした場合にゴルフ場がちょうど 20年

前にボーリング場が雨後のタケノコのようにど乙でもできたけれども、

みんなつぶれてしまったという経過があるわけです。ボーリシグ場はあ

れで済みましたよ。だけどゴルフ場がそれでつぶれました一一一あとどう

なるんですか。貴重な自然が破壊されてそのままになる、乙れが大変な

土砂災害ゃなんかの常習地帯になるとか、大変なスプロール化が進行す

るという乙とになりかねないわけです。乙ういう点でゴルフ場自身の採

算性、将来性、

はり大変疑問なと乙ろです。

さらに、よしんぱ経営的はもうまくいったとしても、ゴルヲ場につい

ては農薬の大量使用ということから、農薬ガスの問題だとかという乙と

で周辺の環境を汚染するという問題が今出きれて、国でも農薬取締法に

よってやりなさいというふうに指導方針変えたわけです。そういう農薬

などによる環境汚染がいわれている。周辺住民の生活環境が農薬によっ

て汚染されるという問題があるわけです。乙ういう点について、やはり

住民の生活との関係でどういうふうに考えるのか。

さらに、ウェルネスなんでいってますけれども、健康志向にゴルフ場

一一一ゴルフ場の申に驚いた乙とに別荘つくるんですね。そんな乙とやっ

たら、今、農薬の問題が乙れだけ大きな問題になってきた申で、将来見

越した場合lと、ゴルフ場のそばに住むなんてずいぶん勇気のある人です

ねという乙とになるんです。そういう点では大変おかしな計画になって

乙の辺がや乙の辺についてどうやって考えているのか、

いるんじゃないか。

さらに、乙のゴルフ場については、雇用がどうなんだという問題です

ね。雇用が確保されるのでリゾートについて賛成だという意見もたくさ

んあるんですけれども、乙のゴルフ場に関して限りいえば、大体雇用の

対象になるのは婦人労働者で、しかも季節変動の激しい労働者で、安定

的な雇用、男子青年を対象とした雇用は極めて小さいというのは常識的

な判断ですよ。したがって、雇用という点から見ても良質の雇用だとは

とてもいえる状態じゃない、ゴルフ場に関して。乙ういう点も問題があ
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ろうかと思うんです。

そういう点を含めて総合的にみた場合lζ 、なんでこんなに 3ヵ所もゴ

ルフ場の問題一一ど乙も金太郎飴じゃないですか。ゴルフ場、ゴルフ場、

ゴルフ場……、開発の半分はゴルフ場、乙れはやめるべきだと思うんで

す。乙ういう問題点についてどういうふうに考えておられるのか、御答

弁をお願いしたいと思うんですけれども……。

。経済部長(安西良一君) まず、第 1点のゴルフ場の造成と海洋性リ

ゾートタウンの計画とは整合性がないのではないかというような乙とで

ございましたが、海洋性リゾートタウンを推進するために、市といたし

ましては複合開発を一つの条件といたしておるわけでございます。単な

るゴルフ場開発ではだめだというような乙とで指導しているわけでござ

いますが、そういう乙とで、ゴルフ場だけで開発しますと、企業側から

とれば大変都合がいいというような乙となんですが、ぞれだけではだめ

で、それ以外にもリゾート関連の仕事をやってくださいというような乙

とで調整した結果が乙のような乙とになってきているのではないかとい

うように考えます。

それから、自然破壊につながるのではないかという乙とでございます

が、一般的lζ 申ーし上げるわけでとぎいますけれども、やはり、今、計画

されている地域が、ほとんど全地域が山林でございます、そういう乙と

で多少は削られるというととはあるわけでございますが、開発にあたっ

ての申請が出た場合に、十分その辺は一定地域を残すようにという乙と

で、今までどおり指導をしてまいりたいというように考えております。

それから、ゴルフ場が万一つぶれたらどうするのかというお話でござ

いますが、現時点で申し上げますと、リゾート開発の経営の見通し lと関

する御質問は大変難しい点がございます。進出企業の事業計画について、

企業としての責任からその採算性についても調査をしてから提案されて

きているものだというように私どもは受けとめているわけでございます。

乙ういうわけで、今後とも施設の建設を行うだけではなくて、将来にわ

たり高質なリゾート地の形成のために施設運営あるいは管理体制等につ

いて、企業と十分な協議を重ねてまいりますとともに指導をしていきた

いというように考えております。
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それから、 4点目といたしまして、周辺環境の汚換という乙とが出て

おりますが、御案内のように県でも本年の 11月にゴルフ場における農

薬の安全使用の指導とか、あるいは農薬の安全使用に関する指導要綱と

いうようなものが出ておりますが、乙れらをもとに十分指導をして、周

辺住民lζ影響を及ぼさないように指導監督をしていきたいというように

考えております。
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それから、ゴルフ場の申lζ住宅はおかしいのではないかという御質問

でございますが、やはり同じような乙とで、乙の指導要綱tζ基づきまし

て、農薬を散布する場合の適切な処置といいましょうか、住民lζ対して

の PRだとか、事前の PR、あるいは事故を起乙さないように、また適

正な農薬を適量使っていただくというような観点から十分指導をしてい

きたいというように考えております。

それから、雇用があるからという乙とで考えているようだけれども、

季節的なものではないのかというようなお話でございますが、私l主ゴル

フやりませんけれども、コソレヲというのは乙ういう千葉県、しかも館山

というと乙ろには最もいいんだそうでございます。埼玉県あるいは群馬

県の方に参りますと、冬場はスキー乙そできるけれどもなかなかグリー

ンの管理が難しいというような乙とで、当館山市は無霜地帯であるし、

そういう点については非常に恵まれているんだというような乙と等もい

われております。乙ういう乙とを利用いたしまして、そうして冬場の観

光客を誘致するというのにも一役買えるんじゃないかというようにも考

えております。

以上でございます。

o 1 1番{神田守隆君) 南房総は1大変ゴルフはいいと乙ろだと、企業

がそう言うわけですね。だけど、市は乙ういうリゾート開発の基本構想

を決めたわけですよ。その申ではそんな乙とおくびにも出していないで

しょう。ゴルフ場を申心としてリゾート整備を進めていくなんていう乙

とはないわけです。企業がそう言ってるという乙とでしょう。今のお話

ですと、そういう申で市の立場が企業の言い分を言っているに過ぎない。

それは私どもにすれば大変な自然破壊の問題を含めていろんな問題をた

くさん持っているんだよと言っているわけですよ。
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乙のゴルフ場が、今のお話ですと、複合施設一一ゴルフ場に何かプラ

スの複合施設にしたからいいんだ、そうすると乙れと整合するんだとい

うふうな解釈なり考え方を持っているんですか。市の基本的な考え方は

そういうと乙ろにあるわけですか。ゴルフ場を申心とした一一一乙の計画

ではなっていますから、乙ういう形で乙のリゾートについては考えてい

くんだ、ぞれは今の市の立場だというふうに理解していいんですか。

0経済部長{安西良一君) ゴルフ場が館山は最適なんだという乙とは

企業が別に言っているわけじゃございません。私がいろいろと、今まで、

今回関係のない方々からいろいろな形で聞いている申で、霜等が降りな

いようにグリーンに乙もをかぶせたり、いろいろ北の方では大変なんだ、

と乙ろが南部はそういう乙とはないんだ、最もいい場所だというような

乙とを私は聞いているわけでございます。

それから、ゴルフが申心でそのほかのものをやれというように、ちょ

っと先ほどそういうように、あるいはニュアンス的になったかもわかり

ませんですが、市といたしましては複合的に何かの仕事をしてほしい、

いわゆるリゾートにつながる仕事をしてほしい、企業を起乙してほしい、

ζ ういうような乙とで指導をしておるわけでございますが、企業側とい

たしましてもやはり採算性だとか、立地上の問題だとか、あるいは資金

回収の問題だとか、そういうような乙とからもやはりゴルフ場という乙

とを考え出してきたのではないかというまうに考えます。

以上です。

o 1 1番(神田守隆君} 市長きんにお尋ねいたしますけれども、今、

経済部長のお話ですと、ゴルフ場は館山にふさわしいという乙とで、経

済部長自身のお考えだという乙とでございます。乙ういう形で開発を進

めていくという乙とは一一一乙の基本構想の申ではゴルフ場が最適だなん

て一言も書いてないですよ。今度の、西岬だって、マリンスポーッを主

体とした開発を促進するという乙とで、ゴルフ場をつくるとは書いてな

いですよ。それから、富崎についてだって、ゴルフ場をつくるなんて書

いてない。いきなり出てきたんですよ。乙の計画の申で。乙の開発表し

た計画の申に、ゴルフ場が申心である、開発面積の半分はゴルフ場、び

っくりしました。乙の計画の申ではそんな形で出るなんて夢にも思わな
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い。乙ういうゴルフ場申心の開発は経済部長は「そうだ」

けれども、市長さん、市の方針なんですか。

。市長(半淳良一君) ゴルフ場を中心lζ 開発するなんてことは、一言

も言っておりません。ゴルフ場も入ってきたというだけの乙とでありま

して、各種スポーッ施設ーーイ珂えば、海洋性リゾートタウンという乙と

と言うんです

で、マリーナとかヨットハーパーあるいはフィッシャーマンズワーフ、

そういったものもありますし、ぞれからスポーッ施設としてテニスコー

トもあるだろうし、ゴルフ場もある。それから、各種文化教養施設もあ

る。そういう意味で複合的な施設という乙とを言っているわけで、

した複合的施設のーっとしてゴルフ場も入ってきたという乙とでござい

ぞう

よくわかりました。ぞうすると、ゴルフ場は

たまたま入ってきたに過ぎないという御理解だ

ます。

o 1 1番(神田守隆君}

基本的な方針ではない、
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という乙とですから、それならお尋ねいたしますけれども…・・・。

企業の方は、乙のゴルフ場をどうしでもという乙とを言ってくると思

うんです。採算の問題からいきまして、ゴルヲ場は将来の採算みたら危

ないですよ、率直の話。成功するかどうかというのはわかりません。た

だ、資金の回収という面からみれば、造成業者にとっては資金回収は早

乙ういう点で有利だという乙とはありましょう。しかし、長期にわ

たった場合に、ゴルフ場は大変危険だと一一一乙れは私が言ってるんじゃ

さっき言ったように太暢神戸銀行や何か言ってるんですよ。

言わば枝葉末節で出てきたわけですから、基本的な問題

じゃないですから、ゴルフ場については考え直す必要あるんじゃないで

すか。乙れについては考え直す余地がありますか。

。経済部長(安西良一君) やはり企業とすれば、進出するからには経

済的な面、そろばんはじくわけでございますので、今の状況からすると

おそらく無理ではないかというように考えられます。

い、

ないですよ、

乙ういう申で、

o 1 1番(神田守隆君} 企業は資金回収を早くするためにゴルフ場を

どうしてもつくる一一ーその企業の論理はわかるんです。しかし、問題は、

市が選択するんです。市の判断なんです。市長の判断なわけですよ、

ういう点では。だから、そ乙で聞くわけなんです。

そ
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乙のゴルフ場、乙れはやはりいろいろ問題がある。将来の見通しを考

えた場合には、非常に大きな問題を今後にもたらしかねない、こういう

点で乙の計画については改めて考え直す、そして、どうしでもゴルフ場

をつけなければ進出しないというなら結構ですと、そういう企業には。

それだけ館山に豊かな自然があり、それだけの開発の可能性があるなら

ば地元の力でもやっていくんだ、乙れだけの決意を持たなければ、乙の

問題で企業と太万打ちできないと思うんです。その辺について市長どう

考えてますか。

。市長(半海良一君) 企業には企業の論理があり、行政には行政の論

理があります。その行政の論理と企業の論理をいかに調和していくかと

いう乙とが我々のあり方だと思いますが、ゴルフ場lと関しては、特に、

私は問題はないというふうに考えております。

。議長(飯田義男君) 以上で、 11番議員神田守隆君の質問を終わり

ます。

以上で、通告者による一般質問を終わります。

散 会午後 4時 4 6分

。議長(飯田義男君) 本日の会議は乙れにて散会といたします。

次会は、明 12月 16日午前 10時開会とし、ぞの議事は一般議案及

び補正予算の審議といたします。

。本日の会識に付した事件

1 行政一般通告質問
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